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平成２８年第５回氷川町議会定例会会議録（第１号） 

 

平成２８年１２月５日 

午前１０時００分開会 

於     議 場 

１．議事日程（第１日目） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 行政報告 

追加日程第１ 発議第１０号 松田達之議員及び清田一敏議員に対する議員辞職勧告

決議案について 

追加日程第２ 請願第 ８号 氷川町議会永田義昭議長の不信任に関する請願書 

追加日程第３ 請願第 ９号 氷川町議会永田義昭議長の不信任に関する請願書 

追加日程第４ 発議第１１号 氷川町議会永田義昭議長の不信任決議案について 

追加日程第５ 発議第１２号 道路交通法違反に伴う事実確認を求める特別調査委員

会の設置に関する決議について 

 

２．本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 

 

３．出席議員は次のとおりである。（１２名） 

１番 河 口 涼 一          ２番 清 田 一 敏 

３番 長 尾 憲二郎          ４番 上 田 俊 孝 
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１１番 上 田 健 一         １２番 永 田 義 昭 

 

４．欠席議員はなし。 

 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

事 務 局 長  草 野 信 一     書 記  河 野 香 織 
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６．説明のため出席した者の職氏名 

町    長  藤 本 一 臣     副 町 長  平   逸 郎 

教 育 長  太 田 篤 洋     総 務 課 長  陳 野 信 次 
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農業振興課長  尾 村 幸 俊     農地整備課長  前 田 昭 雄 
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学校教育課長  稲 田 和 也     生涯学習課長  沖 村 眞 一 

農業委員会事務局長  星 田 達 也 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 皆さん、おはようございます。 

ただいまから、平成２８年第５回氷川町議会定例会を開会します。 

これから本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（永田義昭君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、７番、松田

達之君、８番、片山裕治君を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（永田義昭君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。本定例会の会期は、本日から１２月９日までの５日間としたいと

思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から１２月９日

までの５日間に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（永田義昭君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

今回受理した請願・陳情等はお手元に配りました請願・陳情等一覧表のとおりで

す。これについては資料を配付します。 

次に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１項に基づく教育に

関する事務の管理及び執行の状況の点検、評価の報告書が提出されていますので報

告します。 

次に、例月出納現金検査が実施され、その報告書が提出されていますので報告し

ます。なお、報告書は議会事務局に保管してありますので、ご自由に閲覧願いま

す。 

次に、八代広域行政事務組合議会平成２８年１０月定例会が開催され、会議録が

提出されていますので報告します。なお、この会議録は議会事務局に保管してあり

ますので、ご自由に閲覧願います。 

次に、平成２８年第１回八代生活環境事務組合議会定例会が開催され、会議録が

提出されていますので報告します。なお、この会議録は議会事務局に保管してあり
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ますので、ご自由に閲覧願います。 

次に、平成２８年１０月１３日に熊本県町村議会議員研修会が菊陽町で開催さ

れ、１０名の議員が出席しましたので報告します。 

次に、平成２８年１０月２４日に熊本県町村議会議長会理事会が熊本市で開催さ

れ、議長が出席しましたので報告します。 

次に、平成２８年１１月９日に第６０回町村議会議長全国大会が東京で開催さ

れ、議長が出席しましたので報告します。 

次に、議員派遣の結果になりますが、平成２８年１１月１４日から１６日まで東

京都及び新潟県において政府要望等と震災復興に向けた研修を議員８名、藤本町長

の同行のもとで実施しました。それらの概要は総務省に２件、氷川町において議題

となっています防災行政無線システム整備事業及び地区防災計画策定に関わる補助

制度の新設については、災害に強い安心安全なまちづくりの実現に向けた財政支援

の要望を、総務省消防庁国民保護・防災部長に行いました。 

次に、合併特例事業債の発行期間の特例措置については、熊本地震被災地への財

政支援としてさらに延長するように、自治行政局市町村課にそれぞれ説明し、要望

書を提出しました。また、農林水産省に１件２項目、農業農村整備事業の推進につ

いて湛水防除事業の推進として予算の確保、被災復旧に向けた海岸堤防の機能強化

の必要性を農林水産省農村振興局長や部長・課長に説明した上で、要望書を提出し

てまいりました。 

また１５日は、新潟県長岡市山古志において平成１６年１０月２３日に発生した

中越大震災後の復旧復興への取り組みについて、山古志支所地域振興課職員によ

り、「仮設住宅は原則２年となっているが道路復旧に２年かかり、１年間延長し３

年間使用となった。住宅はすべてみなし全壊となった。地区の産業への支援として

は、復興基金の助成事業を活用した。公営住宅がなかったが、震災後９団地３５戸

を建設した。被災した７００戸のうち、１００戸は新築された」と説明を受けまし

た。 

次に、「やまこし復興交流館おらたる」の施設説明を受けたのちバスで移動し、

被災箇所や振興住宅等を視察しました。特に住宅は積雪対策のため、１階はコンク

リートの基礎が高く車庫や倉庫として、２階・３階が住居となっていました。ま

た、水没した住宅は保存に向けて整備中でありました。 

また１６日には、長岡市民防災公園と長岡震災アーカイブセンターを視察し、大

変参考になりましたので報告します。 

これで、諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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日程第４ 行政報告 

○議長（永田義昭君） 日程第４、行政報告を行います。 

町長から行政報告の申し出がありました。これを許します。 

町長、藤本一臣君。 

○町長（藤本一臣君） 皆様、おはようございます。二十四節気の１つ大雪を目前に控

えまして、日増しに寒くなっておりますけれども、皆様方には日々ご活躍のことと

お喜びを申し上げます。 

本日は平成２８年第５回氷川町議会定例会を招集をいたしましたところ、皆様方

には年末の大変お忙しい中にお繰り合わせご出席をいただきまして、誠にありがと

うございます。また日頃より町政の運営につきましても、ご支援とご協力を賜って

おります。心より感謝とお礼を申し上げる次第であります。 

平成２８年度も８カ月を経過をいたしました。ここで主な事業の進捗状況につき

まして、ご報告をさせていただきます。 

まずは熊本震災に対する復興対応の状況を報告をいたします。直近の罹災証明発

行件数が全壊３６件、大規模半壊２７件、半壊１６２件、一部損壊７５２件、合計

の９７７件であります。公費解体の申請件数棟数が３００棟を超えております。う

ち、解体が完了いたしました棟数は住家で２９棟、空き家６棟、納屋・倉庫で６３

棟、合計９８棟が既に解体が完了いたしております。 

仮置き場につきましては、整地がほぼ終了をいたしました。今後、目隠しフェン

ス及び管理棟の設置後、供用開始という運びになります。早期に解体に着手できる

よう努力をしてまいりたいと思います。 

農業用施設及び機械器具の復旧につきましては、熊本地震被災農業者向け経営体

育成事業で取り組むことといたしております。直近の申請件数が、農業倉庫の再建

及び修繕で１２６件、農業用ハウス再建１２件、農業機械取得及び修繕４４件、合

計の１８２件の申請があっております。 

氷川町地域防災計画の地区別計画作成にあたりましては、現在１０地区で作業を

進めております。年度末までに計画を策定をいたします。今後は年度計画によりま

して、全地区での策定を目指してまいるところでございます。デジタル式防災行政

無線への更新を含む防災情報システム設計業務も順調に作業が進んでいるところで

あります。 

鏡消防署氷川分署建設事業につきましても、八代広域行政事務組合と連携を図

り、現在造成工事に着手をしております。工事も順調に進捗をしているところでご

ざいます。 

地方創生事業では、地方創生加速化交付金を活用いたしまして、氷川町移住・定
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住促進プログラム事業を実施をいたしております。地域リーダー育成塾の開校、大

学との連携、ＰＲ動画、パンフレットの作成及び大都市圏での移住・定住イベント

に参加をいたしております。 

在宅医療、介護の連携推進を図るため、地域包括ケアシステムの構築に向け、八

代市医師会、八代郡医師会、八代市との連携協定を締結をし、熊本県を含めた５者

により協議を進めております。あわせまして、住民講演会を開催するなど、地域住

民の皆様への周知・啓発活動もあわせて行っているところであります。 

小中学校へのＩＣＴ機器導入も本年度分の導入が完了し、既に学校現場で活用い

ただいております。それぞれの学習支援に役立っているものと思っております。 

小学校部活動の社会体育への移行につきましても、昨年度から氷川町小学校運動

部活動社会体育移行準備委員会により協議を進め、本年度から同検討委員会及び氷

川町運動環境整備会議を設置をし、社会体育への移行に向けたより具体的な検討を

進めているところであります。 

農業基盤整備事業につきましても、島地地区排水路改修工事及び暗渠排水客土区

画拡大工事も順調に進捗をいたしております。 

竜北地区の農業排水対策につきましては、県営土地改良事業として着手をされて

おりまして、年度末までに一部の導水路の改修が見込まれております。 

公共下水道事業につきましても要望額どおりの補助金の配分があり、計画より若

干遅れておりました工事につきましても補完することができております。また、宮

原処理区の八代北部流域下水道への編入を見据えた維持管理計画策定業務も順調に

進んでいるところであります。 

合併前からの懸案でありました大野交差点の改良につきましては、熊本県が実施

主体となり今年度から一部工事に着手をされております。 

同じく長年の懸案でありました島崎川の国道３号暗渠の改修につきましても、国

土交通省熊本工事事務所が実施主体となり、本年度末までに改修を完了されるとい

うことであります。したがいまして、次年度以降に下流部を熊本県が上流部を氷川

町が河川及び道路の改修を行うこととなります。 

空き家対策事業につきましても積極的に取り組んでおりまして、空き家バンク登

録に向け町単独補助金を活用して改修６件、家財撤去３件の実績を上げておりま

す。 

１１月９日から上京をし全国町村長大会をはじめ各分野の全国大会に参加、各種

決議を採択をし、各省庁へ要望活動を行いました。 

また先ほど議長より報告がありましたとおり、１１月１４日には議員の皆様方と

ともに県選出の衆参の議員の皆様をはじめ、総務省及び農林水産省への要望を行い



 

 － 9 －

ましたが、次年度につながる活動ができたと思っております。 

翌１５日には、中越地震で被災をされました旧中古志村を視察をいたしました。

特に感じましたのは、震災復興基金の活用につきましてそれぞれの自治体に応じた

活用をされたというお話を聞きまして、我が熊本県のこの復興基金の活用につきま

しても氷川町に必要な事業につきましては、しっかりと要望してまいりたいと思っ

ております。 

ＴＰＰ法案の成立、年金法の改正など今、国の政策が著しく改革をいたしており

ます。今後とも国勢の状況及び国策の方針等を的確に捉え、町政の推進に活用する

とともに議員各位をはじめ町民の皆様方の英知を結集し、課題解決に向けて粘り強

くかつ着実に町政運営を進めてまいりたいと考えおりますので、今後ともご理解と

ご支援をよろしくお願い申し上げます。 

以上、開会のご挨拶並びに平成２８年度の主要事業の進捗状況の報告とさせてい

ただきます。 

○議長（永田義昭君） これで行政報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○３番（長尾憲二郎君） 議長、動議。 

○議長（永田義昭君） ただいま、長尾憲二郎君から松田達之議員及び清田一敏議員に

対する議員辞職勧告決議案の動議が提出されました。この動議は１人以上の賛成者

がありますので成立しました。 

お諮りします。 

この動議を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることにご異議はありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。 

したがって、この動議を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに決

定しました。 

ただいまから議案作成のため、しばらく休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時１７分 

再開 午前１０時２８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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追加日程第１ 発議第１０号 松田達之議員及び清田一敏議員に対する議員辞職勧告

決議案について 

○議長（永田義昭君） 追加日程第１、発議第１０号、松田達之議員及び清田一敏議員

に対する議員辞職勧告決議案についてを議題とします。 

本案件については、地方自治法第１１７条の規定に関わる議員の退席を願いま

す。 

［松田達之議員、清田一敏議員 退場］ 

○９番（米村 洋君） 議長。結局、議長も江嵜議員も退席せんとだめですよ。 

○議長（永田義昭君） 今のこれは２人の名前できておりますが、ないと思いますけ

ど。いやいや、それはないと思います。 

○９番（米村 洋君） それじゃだめて。利害関係の人間はこれに関連した人間は全部

除斥になるんだから。それをやらなきゃ、全部無効になっちゃうから。 

○議長（永田義昭君） もう、議案になっているのは２人だと思いますので。 

○９番（米村 洋君） 何の議案ですか。 

○議長（永田義昭君） 今の、はい。 

○９番（米村 洋君） じゃあね、辞職勧告決議のこの文面を読んでですよ、文面を読

んでから長尾議員の文面を読んでからですよ、あなたと江嵜議員が関係するものだ

ったら二人とも除斥しなきゃだめですよ。 

○議長（永田義昭君） 違うと思います。それは。 

○９番（米村 洋君） 違うて。よく読んでごらん。 

○４番（上田俊孝君） 関係しとるて。 

○議長（永田義昭君） 私ども２人、前、江嵜議員と２人は前のときあったでしょ。前

のときおったときは、２人は退席しとんならんですね。 

○９番（米村 洋君） だからね、今、提案理由を、辞職勧告決議の提案理由が出ただ

けだから、これに対しての提案理由を結局長尾議員が朗読したら、何の提案理由な

のかということを精査したら、あなたたちが関係することであれば、あなたたちも

除斥になりますよということですよ。採決に加わることできませんよ。 

○議長（永田義昭君） ここで提出者の説明を求めます。長尾憲二郎君。 

○３番（長尾憲二郎君） 発議第１０号、氷川町議会議長 永田義昭殿。 

提出者、氷川町議会議員 長尾憲二郎。賛成者、氷川町議会議員 上田俊孝、笠

原良一。 

松田達之議員と清田一敏議員に対する議員辞職勧告案を、上記の議案を別紙のと

おり地方自治法第１１２条並びに議会規則第１４条第１項及び第２項の規定によ

り、提出いたします。 
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松田達之議員及び清田一敏議員の辞職勧告決議案。 

本町議会は、松田達之議員及び清田一敏議員に辞職勧告を行う。 

以上、決議する。平成２８年１２月５日。氷川町議会。 

理由。 

平成２８年８月５日、氷川町宮原の桜屋での勉強会の終了後、両議員は永田議員

と江嵜議員と一緒に、八代市内に行って飲食をしている。 

翌日の午前０時頃、某運転手所有の軽自動車の定員が４名と知っていながら、両

議員ら４人が乗車したため、運転手を含め５名の乗車となり、道路交通法違反の定

員オーバーの状態で、八代市内から氷川町まで乗車している。 

これは、道路交通法第５７条（乗車または積載の制限等）の違反であり、罰則は

６カ月以下の懲役または１０万円以下の罰金となっている。 

両議員は、この違反を知りながら、なぜ乗車したのか。道路交通法違反で検挙さ

れたときは、どのような対処をするつもりだったのか。議員としての職責に対する

危機管理が全くなく、議員としての倫理観が欠如している。 

両議員は９月議会で、永田議員と江嵜議員に対して、辞職勧告決議案を提出され

ているのに、同乗していた両議員は自ら違反行為をしているにもかかわらず、申し

出ることなく知らん顔をしていたことに、議員として到底許されるものではない。 

特に、松田議員においては、議会が暫時休憩中の議場内で、「捕まるのは運転手

だろうが」と開き直った発言をしている。 

このような疑惑を招く軽率な行動によって、両議員が、議会の権威、信用を失墜

させることを無視することはできない。 

両議員が違反行為に加担したことは、自ら責任を取るべきである。両議員の行動

は、議員辞職に値する行為であるのは、明白である。 

よって、松田達之議員と清田一敏議員に対し、議員辞職勧告決議案を提出する。

これに対して上申書が出ておりますので、引き続き読み上げます。 

氷川町議会関係各位殿。平成２８年１２月５日。 

上申書。 

今般、平成２８年８月５日、永田義昭議員、江嵜悟議員、松田達之議員、清田一

敏議員４名と私運転手を含め計５名が、八代市内で４名が飲酒をし、私を運転手と

して呼び、八代市から氷川町まで、軽乗用車で道路交通法違反の定員オーバーで乗

車しています。 

乗車する際に、松田議員たちから「早よう乗れ乗れ」と、強引に乗車されて、私

は違反行為であるが断れず、その言動に圧倒され仕方なく乗車をさせ運転をしてき

ました。 
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永田議長は、行動は一緒でしたから軽乗用車と知って乗車したはずです。 

私は断れず乗車させた事を深く反省しております。 

氷川町議会に対して、上申書を提出いたします。 

平成２８年１２月５日。住所 八代郡氷川町立神２７８４－１０、氏名 田中照

男。 

以上です。 

○議長（永田義昭君） 説明が終わりました。 

先ほど清田一敏君、松田達之君から地方自治法第１１７条の但し書きの規定によ

って、会議で発言したいとの申し出がありました。 

お諮りします。 

この申し出に同意することに、ご異議ありませんか。 

○９番（米村 洋君） あのね、議長。あなたは地方自治法を知ってないの。あなたた

ちは利害関係だから、除斥しなきゃならんでしょ。そしてあなたは副議長と代わっ

てだね、あなたと江嵜議員は除斥しなきゃならんでしょ。 

○議長（永田義昭君） ちょっと、よかですか。休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時３８分 

再開 午前１０時５９分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 休憩前に引き、続き会議を開きます。 

私と江嵜議員は当事者ですので、地方自治法第１１７条の規定によって退場しま

す。 

これより議長の職務を地方自治法第１０６条の規定により、副議長に行わせま

す。 

［永田義昭議員、江嵜悟議員 退場］ 

○副議長（上田健一君） 議長が退場されましたので、地方自治法第１０６条の規定に

より、議長の職務を私、副議長が行います。 

先ほど、提出者の長尾議員より説明は終わっておりますので、ただいま除斥され

ています松田達之君、清田一敏君から地方自治法第１１７条の但し書きの規定によ

って、会議に出席して発言したいとの申し出があります。 

お諮りします。 

この申し出に同意することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（上田健一君） 異議なしと認めます。 
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したがって、松田達之君の申し出に同意することに決定しました。 

松田達之君の入場を許可します。 

［松田達之議員 入場］ 

○副議長（上田健一君） 松田達之君の発言を許します。 

○７番（松田達之君） 皆さん、こんにちは。松田でございます。 

８月の５日ですね、八代市から本当に定員オーバーで乗ってまいりました。本当

にご迷惑お掛けしました。今後はですね、また氷川町のため、また町民のために精

一杯頑張る所存でございます。本当にご迷惑お掛けしました。すみませんでした。 

○９番（米村 洋君） いやいや、ちょっと登壇しとって。質疑等々がある。質疑等々

を副議長。 

○副議長（上田健一君） 質疑があれば。質疑はありませんか。河口議員。 

○１番（河口涼一君） それで、今回の提案理由につきましては９月の議会で論じられ

たところですのでこれには触れませんが、今回、それに加えて上申書が提出をされ

ています。運転手の上申書なんですが、この中に記載されておる内容が私からする

と非常に陳腐で、見識を疑うような内容に思われて仕方がありません。具体的に申

しますと、２行目から３行目に「私を運転手として呼び」ということで記載がござ

いますが、私が確認したところでは最初から同行されておったと。一緒に八代にお

られたということで、これがわざわざ４人が八代におられて運転手を呼んだという

ことでしたら。 

○副議長（上田健一君） 河口議員、この案件についてですね、ちょっと違うんじゃな

いかと思いますので。 

○１番（河口涼一君） いや、質疑ですから。質問と。 

○副議長（上田健一君） 提出者に対する質疑ですよ。それは文書に対するあれでし

ょ。 

○１番（河口涼一君） いやいや、ですから提出者にここからお尋ねをしたいところな

んですが。いいですか。 

弁明は、弁明してから退席されるんじゃないですか。あとはもう。弁明だけでし

ょ。この場は。 

○副議長（上田健一君） 河口議員。弁明に対しての聞きたいことがあれば、あれです

よ。 

○１番（河口涼一君） いやもう、弁明はあくまでも弁明ですから、弁明されたら退席

されるというのが筋でしょ。当事者がいない中での議論でしょ。 

○副議長（上田健一君） ほかに、ありませんか。米村議員。 

○９番（米村 洋君） 松田議員、ただいまね、この長尾議員から辞職勧告決議が提案
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されたんですが、この乗車オーバーの謝罪をなされましたが、最初から定員オーバ

ーということを知っていて乗車されたのか。その辺はどうですか。 

○副議長（上田健一君） 松田議員。 

○７番（松田達之君） この事件に関しましては、もう時間的にやっぱり１１時過ぎと

思ったですね。それでちょうど、田中氏もですね、やっぱり店に遊びに来ておった

わけですたいね。来とったわけですたい。そのかわり田中氏は全然飲まん人間です

けん。そしてからちょうど、出たところでですね田中氏がおって、私たち４人はで

すね、その全然定員オーバーということは、その上申書にも書いてあるようにです

ね、わしが「乗れ、乗れ」て言うたことは覚えはなかです。これは、事実です。 

○副議長（上田健一君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） あのね、私、あなたに今、質疑しているのは質問しているのは

ですね、定員オーバーとして乗ったのか乗らないのかと。その田中さんが軽乗用車

として乗っている、そのことをあなたは知って、例えば定員乗車オーバーとして乗

ったのかということを聞いておるわけですよ。だから乗ったら乗った、乗らないな

ら乗らないということを、知らなかったら知らない、知っとるなら知っとるという

ことをはっきり、あなたは説明していただければいいですよ。 

○副議長（上田健一君） 松田議員。 

○７番（松田達之君） これに関しては、絶対知らなかったです。あとでですね、あと

で「あらこら、あったい」というかですね、途中であれしたわけです。 

○副議長（上田健一君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） あなたは、そのね、そういう虚偽の説明をしたらだめですよ。

あとでて、どうですか。田中さんは、あなたは付き合いがあるでしょ。軽乗用車と

いうことを乗って、過去にも八代からあなたは乗車しているでしょ。過去にも、

ね。 

○７番（松田達之君） それは事実です。 

○９番（米村 洋君） そのとき、あなたは、何、軽乗用車と知らなかったですか、そ

のときは。あなたも知っているでしょ。そういう虚偽の説明をしたらだめですよ。

今現在、あなたは謝罪したことにおいて、謝罪は謝罪するんだったら謙虚に知って

いることははっきり言わなければ、まだ真相を解明しなきゃいかんことはたくさん

ありますよ、これ。知らなかったって、どういうことですか。再度説明してくださ

い。 

○副議長（上田健一君） 松田議員。 

○７番（松田達之君） これはですね、本当にですね、そらあの時点でですね、やっぱ

り酔っておってですね、そら何人乗ったか、そら事実わからんかったです。これ
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は。それは本当のあれです。 

○副議長（上田健一君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） じゃあ、あなたはね、今何人乗ったかもわからなかったと。そ

れだけ泥酔していたわけですか。その乗用車に乗ったのか、車に乗ったのか乗らな

いのかわからない状態で。 

○７番（松田達之君） いえいえ、それはですね、それは酔ってはおったばってん、そ

んわからないような酔い方じゃなかったですばってん。あとで、途中で「これは定

員オーバー」ということのわかったわけです。 

○９番（米村 洋君） どの辺でわかったんですか。 

○７番（松田達之君） は。 

○９番（米村 洋君） どこでわかったんですか。 

○７番（松田達之君） あれは千丁の手前だったですね。 

○副議長（上田健一君） 片山議員。 

○８番（片山裕治君） 弁明ですので。弁明が終わりましたので、次、進行をお願いし

ます。 

○９番（米村 洋君） ちょっと待って。いい。 

○副議長（上田健一君） はい、米村議員。 

○９番（米村 洋君） ということは、あなたはね、あとでわかったて。乗車している

ときに千丁でわかったということですよ。そういうことですね。 

○７番（松田達之君） そうです。 

○９番（米村 洋君） ということは、あなたは意識ははっきりしてたということじゃ

ないですか。誰かが指摘したんですか。誰かがね、あなたは知らなくて乗った。そ

れで千丁の、例えば乗車している途中でですよ気付いたと。その中じゃ会話があっ

たですか、これは軽乗用車だと、定員オーバーだと。そういう話があったから、あ

なたは気付いたということですか。 

○副議長（上田健一君） 松田議員。 

○７番（松田達之君） そう思います。 

○副議長（上田健一君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） ということはですね、例えば４人の中で、例えば５名、運転手

含めて５名の中で定員オーバーですよという、道路交通法違反だからということを

ね、あなたたちが話をしたということですね。その乗車している中で。 

○７番（松田達之君） うんね、それはしとらんです。 

○副議長（上田健一君） 松田議員。 

○７番（松田達之君） 今、米村議員が今の、そがんことは絶対になかったです。 
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○９番（米村 洋君） それだったら、どの辺のところであなたは知ったんですか。

今、あなたはね、そういう話が出たと思います。出たから知りましたと、今言った

でしょ。ということは、乗車しているということは、千丁の所で、まだ氷川町に着

くまで千丁の間に、あなたはそれを知ったということにおいては、その話をしたん

ですかと。定員オーバーと違反行為だということを、あなたは話たんですかと。

「そうです」と今、言ったでしょ。 

○７番（松田達之君） んねんね。そん定員オーバーて、そこはですね、そこはそこ

で、ああこれは千丁あたりと思ったですね。そこでやっぱり「あら、こら定員オー

バーしたごたるね」というのは、わしは気付いたです。ほかの人は、どうか知らん

です。 

○副議長（上田健一君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） じゃあね、あなたがその時にですよ、乗車オーバーしていると

気づいたときに、あなたは車をストップしてですよ、定員オーバーだからここで降

りようじゃないかと。じゃあ、あなた何で言わなかったんですか。ということは、

あなたね、もう乗車違反したって、違反行為をしたってもいいということで乗って

きたんじゃないですか。それは、どうですか。あなたが気付いた時点ででしょう。

あなたも免許持っている。道路交通法違反ということを知っていて、それに気づい

た。気付いたその場でですよ、あなたはですね、車を降りて、降りるのは普通じゃ

ないですか。どうですか、その辺のところ。 

○副議長（上田健一君） 松田議員。 

○７番（松田達之君） それはもう今、米村議員のおっしゃるとおりだと思います。そ

れは、そのまま乗って、我が家まで乗せてきてもらいました。それは事実です。 

○副議長（上田健一君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） じゃあね、あなたはね、その最初からですよ、もう途中で気づ

いて、定員オーバーと道路交通法違反と知っていながら千丁からですよ、我が家ま

で乗ってきたということでしょ。ということは、議員としてどうですか。その辺の

ところは。 

○７番（松田達之君） は。 

○９番（米村 洋君） 議員としての立場として。町民から付託されて選任された議員

としての、そういうことをあなた考えなかったんですか。 

○７番（松田達之君） それは本当にですね、それはしてならんことをしたわけでござ

いますのでね、やっぱり今後絶対、議員として守っていくところと思います。 

○９番（米村 洋君） わかりました。議長、わかりました。また、ちょっとね、いろ

んな例えば松田議員が言われることにおいて、非常に矛盾した点がありますから、
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また今後何かのほうで検討したいという気持ち、持っていますから。まあ、いいで

すよ、その辺のところで。 

○７番（松田達之君） よかですか。議長、よかですか。 

○副議長（上田健一君） 松田議員。 

○７番（松田達之君） 議員の皆さん、今、手元にあります田中氏の上申書に関してで

すね、わしが「乗れ、乗れ」て書いてあるが、それは絶対わしは「乗れ、乗れ」と

いうあれはなかったです。これはもう、・・・して。 

○９番（米村 洋君） もう、いいです。それはね、あなたが乗車したということ違反

ということを認めているんですから。だからもういいですよ。もういいですよ。除

斥してください。もういいですよ。 

○１０番（笠原良一君） ちょっと一言いいですか。 

○副議長（上田健一君） 笠原議員。 

○１０番（笠原良一君） 松田議員、免許証を持っとんなはるですね、あなたは。 

○７番（松田達之君） 持っとるです。 

○１０番（笠原良一君） 免許証を持たんかったら、取ったことがなかったら、ああ軽

には４人しか乗られんとばいなとわかるけれど、免許を持った人だったら軽は４人

ちゅうこと、わかりますよ。そして、絶対言うとらんとおたく言いなはったけど、

片一方は素面で上申書が出ていますね。あなたは酩酊（めいてい）しております。

やっぱり、どっちば信用するかと言うなら、やっぱり酩酊（めいてい）しとらんほ

うを信用すると思います。それだけです。 

終わります。 

○副議長（上田健一君） もう、よろしいですか。ほかに、なかですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（上田健一君） ならここで、松田達之君には改めて退場を求めます。 

［松田達之議員 退場］ 

○副議長（上田健一君） ここで清田議員の入場を許します。 

［清田一敏議員 入場］ 

○副議長（上田健一君） 清田一敏君の発言を許します。 

○２番（清田一敏君） ２番議員の清田でございます。 

この度は私の軽率な行動によりまして、議会の品位と名誉を傷つけましたこと

を、深くお詫びを申し上げます。２度とこのようなことが起きらないように反省を

し、議会活動に精進して自らを律しながら精進し、そして期待に応えるよう頑張っ

てまいりたいと思います。 

この度は、本当に申し訳ございませんでした。 



 

 － 18 －

○副議長（上田健一君） 質疑ありませんか。三浦議員。 

○６番（三浦賢治君） 清田議員にお尋ねしますけれども、八代から氷川町まで定員オ

ーバーということを知りながら乗って来られましたか。どうですか、そこのところ

は。 

○副議長（上田健一君） 清田議員。 

○２番（清田一敏君） その前に、私から一言議長にお尋ねしたいと思いますが。今ま

で何回か不信任勧告とか辞職勧告がなされました。その中で、弁明者は弁明をした

ら退席をするというのが決まりのような方法で運営がなされたと思っております

が、質疑につきましてはこれまで提案者に対して質疑がなされたように記憶をいた

しております。こういったやり方は、今回の議会の運営委員会で決められたものな

のか。そのあたりをまず確認いたしたいと思いますが。 

○副議長（上田健一君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） いいですか、清田議員ね。あなたは、今謝罪をしているわけ。 

○２番（清田一敏君） はい。 

○９番（米村 洋君） いいですか。 

○２番（清田一敏君） はい。 

○９番（米村 洋君） それに対してはね、例えば説明責任を十分に果たすべきという

ことでね。 

○２番（清田一敏君） わかりました。 

○９番（米村 洋君） 議長が質疑の場を承認しているわけですよ、議長が。清田議員

から例えばそういう意見等々言われることが、反省しているのかなという疑問を抱

きますよということですよ。粛々と質疑は質疑に対してですね、それに自分自身が

説明責任を果たすべきということを、その精神でやっていただきたいですね。 

○２番（清田一敏君） はい。そういったやり方で、議長、よろしいですか。 

○副議長（上田健一君） はい。 

○２番（清田一敏君） では、三浦議員の質問にお答えいたします。 

私も少々酔っぱらっておりました関係で、乗った瞬間、そういった定員オーバー

というような認識は持ち合わせておりませんでした。うかつであったと思います。 

○副議長（上田健一君） 三浦議員。 

○６番（三浦賢治君） 今、清田議員の発言でそういう軽自動車という認識はなかった

ということを、今発言されましたけれども。まあ、乗ればわかると思いますよ。車

の格好を見ればわかると思いますよ。それだけ泥酔をされておられたかなというこ

とと思いますけれども。まあ、帰るまで全然気付かれなかったですか、どうです

か、そこのところは。 
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○２番（清田一敏君） 記憶が定かではありませんが、狭いなという感覚はあとで持ち

ました。 

○副議長（上田健一君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） あのね、清田議員ね。そのあなたが知った、例えば知っている

と。私はね、あなたは乗車しない。ところが、先ほど松田議員は千丁で気づいた

と。千丁で気づいたと。それはだから、乗車したときに乗車してきたときに、乗車

中に千丁で気付いたと言っているわけですよ。じゃあ、なんで降車しなかったのか

と。あなたは、じゃあそのことを知ったら、その場であなたは降りられるというこ

とをなさったと思うんですよ。その辺のところ、どうですか。知らなかったから、

あなたはその千丁で松田議員は気付いたと。そのときの中の会話は何もなかったん

ですか。 

○副議長（上田健一君） 清田議員。 

○２番（清田一敏君） 会話はもう３カ月前ぐらいになりますから、どういった会話を

しながら乗ってきたか、そういった点はもう記憶にありません。 

○副議長（上田健一君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） 今ね、狭いなという感じがしたと。その例えば狭いなという感

じがしたときに、そのこれは軽なのかとかそういうことはもうある程度飲んでいる

から、全然そういう車に対しての認識とか、そういうことは全然覚えていないと、

気付かなかったということですね。 

○２番（清田一敏君） まあ、今になって思えば、先ほど繰り返しましたように、うか

つだったなという思いはいたしております。そのときに、しっかり考えればそうい

った行動もとられたんじゃないかというようなことで反省をしております。 

○副議長（上田健一君） 笠原議員。 

○１０番（笠原良一君） さっきも質問をしましたが、あなたは免許を持っています

ね。 

○２番（清田一敏君） はい。 

○１０番（笠原良一君） 軽も乗りますね。 

○２番（清田一敏君） 乗ります。 

○１０番（笠原良一君） 普通車にも乗りますね。 

○２番（清田一敏君） はい。 

○１０番（笠原良一君） そうしたら、あの人の車のどうこうも車もわかりますね。あ

の人が普通車に乗っておったか、軽に乗っておったか。免許を持っておる人だった

ら、軽は４人しか乗られんと。普通車以上だったら、５人とか６人とか７人とか８

人乗れますね。免許持っておる人だったらすぐわかって、こらどがん酔っぱらって
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おっても「ああ、こら軽たい」と。でタクシーで帰るのが筋だと思います。 

答弁、要りません。終わります。 

○副議長（上田健一君） 上田議員。 

○４番（上田俊孝君） 清田議員。松田議員たちから「はよ、乗れ乗れ」ちゅう上申が

出ておっですね。これは、あなたもそう言われたのですか。 

○２番（清田一敏君） 私は今日の上申書を見て、初めて気が付きました。今、控室で

話をしておりましたが、松田議員も「乗れ乗れ、と言った記憶はなかもんな」とい

うようなことで話はしました。 

○副議長（上田健一君） 上田議員。 

○４番（上田俊孝君） 清田議員は、大体どれくらい飲まれたんですか。量、わからな

い。あなたの答弁、言うこつが理解できない。 

○２番（清田一敏君） そうですね。個人名出せば支障がありますので、宮原で飲んで

そのあと八代に行きましたが、私はもともとあまり飲めるタイプではありません

が、酔っ払うのは早いほうでございまして、量はそんなに飲んでいないと思いま

す。 

○副議長（上田健一君） 上田議員。 

○４番（上田俊孝君） そんな飲んでなければですよ、普通車と軽ぐらいわかるです

よ、普通ですよ、常識で考えたら。どうもですね、２人がなんかその打ち合わせし

とっとかなという答弁しか聞こえませんよ。 

○２番（清田一敏君） いえいえ。 

○４番（上田俊孝君） 素直にですね、やっぱり人間は素直が大事ですよ。謝罪であれ

ばですよ、もうここに至ってきとっとですからね。やっぱり素直に言わんとです

ね、傍聴者は来ておりますよ、清田議員。どうですか、あなたそれに対して。もう

１回素直に言ってください。 

○２番（清田一敏君） はい。もう、道路交通法に違反したことは事実でございますの

で、もう率直に謝ります。ただし軽であったか、それから途中でいつ気付いたか、

そういったことはもうなかなかまた間違った答弁をいたしますと、問題発言にもな

りますし、記憶にあんまりわかりませんので、そこのところは確証が持てません。 

○副議長（上田健一君） 上田議員。 

○４番（上田俊孝君） 一時ですね、あなたたちと一緒会派組んでおったとき、あなた

の飲む姿を私は見ておるんですよ。そんな泥酔をするような飲み方はしていないで

しょ、今まであなた、過去も。かなり飲んで同期の桜をやりました。そういうとき

でも、あなたはしっかりしておられたですよ。だから、どうも今回もですね、その

謝罪というのが非常に心から謝罪をしてというのがやっぱり見えませんね、本当。
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やっぱり、素直が一番です。どうでしょうか、清田議員。 

○２番（清田一敏君） はい、心から謝罪をしております。 

○４番（上田俊孝君） してないですよ。いいです、もう。はい。 

○９番（米村 洋君） 今、清田議員から心から謝罪をしているということですから、

このへんで除斥、退場をお願いします。 

○副議長（上田健一君） 清田議員、除斥を。 

○２番（清田一敏君） どうも、すみませんでした。 

［清田一敏議員 退場］ 

○副議長（上田健一君） これから提出者に対する質疑を行います。質疑ありません

か。 

長尾議員、演壇にお願いします。 

［長尾憲二郎議員 登壇］ 

○副議長（上田健一君） 河口議員。 

○１番（河口涼一君） 先ほども途中まで発言いたしましたが、これに関連したことは

９月の議会でも提案をされて決議をされたところであります。そのときに誰が運転

をして、あと４名誰が乗っておられたかというのは、そののちにおおよそ知れ渡る

ところとなって、今のお２人ですが十分認めておられてですね、反省もされておら

れると思うんですよ。この件自体が、私は軽微な事件とまでは申しませんけれど

も、このことでですね、このことを取り上げて議員の思い、職を奪うと。これはい

かがなものかというふうに思います。こういうことを繰り返せば、町民の信頼を失

墜するばかりか、またやり返すようなことがあってはならないと思うんですよ。 

○９番（米村 洋君） 今ね、河口議員の発言はですよ。 

○１番（河口涼一君） いやいや、だから今からまだ質問がありますから。 

○９番（米村 洋君） 討論に値しますから、発言はやめさせてください。 

○１番（河口涼一君） いや、ちょっと待ってください。 

議長、はい。今回、上申書が出されています。９月と違いましてですね。その上

申書の中で先ほど申し上げましたが、運転手がですね「私を運転手として呼び、八

代から氷川町まで帰ってきたんだ」ということが記載されていますが、私が知り得

るところではですね、最初から一緒におられたと。先ほど、松田議員のお話にもあ

りましたが。ということで、運転手としてわざわざ呼んで乗って帰ったということ

でしたら、これは計画性があって非常に悪質ということになりますから、前回の私

の認識とは違ってきますので、このことはどういうふうに確認をされておられるの

かということと、これが正しいのかどうかということとですね。そのことを、じゃ

あどうだったかをお答えください。 
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○９番（米村 洋君） あのね、議長いいですか。 

○副議長（上田健一君） はい。 

○９番（米村 洋君） この上申書というのはですよ、本人が上申しておるんですか

ら、本人から聞く以外ないわけですよ。今ね、河口議員が自分の見解で「私が聞い

た話だけど」という話をやっておるわけですよ。ということは、今、長尾議員に対

してはですね、辞職勧告決議案の何について質疑ということで許しておるわけです

よ。議長は。だからね、そういう本題を論じなきゃならないのにですよ、論点を外

したような質疑はちょっと止めさせてほしいですね。 

○副議長（上田健一君） 上申書の内容がですね、長尾議員のあれじゃないんですか

ら。この内容については、もう質疑は止めていただきたいと思います。 

○１番（河口涼一君） それ、上申書についてはこれチェックされた上で、添付されて

おるわけでしょ。 

○副議長（上田健一君） 添付はしてある・・・。人の提出でしょうが。 

○１番（河口涼一君） これが正しいということで。 

○副議長（上田健一君） いやですね、決議案のこの文書に対して質疑をしてくださ

い。 

○１番（河口涼一君） ですから、議長。 

○副議長（上田健一君） はい。 

○１番（河口涼一君） いや、この上申書まで含めて、このあと採決をする場合にこの

内容が正しいのかどうかで議員が判断する材料になりますから、ここに書いてある

ことはほぼ事実ということで提案者は出されておるわけですか。 

○９番（米村 洋君） その辺のところの事実関係とかいうのは、本人が上申・・・。 

○１番（河口涼一君） いやいや。ならでたらめな答えしてもしょうがないでしょ。 

○９番（米村 洋君） ・・・話はしちゃならん。 

○１番（河口涼一君） いや、そら違う。 

○３番（長尾憲二郎君） 今、河口議員から質問の内容に関しましては、私はあくまで

も松田議員と清田議員に対しての辞職勧告を出しました。この上申書については、

はっきり言って本人を呼ばなければ、私もはっきり言葉出せません。これについて

は大変申し訳ないが、米村議員の提案で一応付けさせてもらっています。というの

は、この田中照男さんには私は直接お会いしてこれ聞いておりませんので。ただ米

村議員から、これは間違いないということを踏まえた上で付けさせていただいてい

ますので、そういう意味で上申書も付けております。 

以上です。 

○１番（河口涼一君） 結構です。 
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○副議長（上田健一君） 質疑ありませんね。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（上田健一君） 質疑なしと認めます。 

討論はありませんか。河口議員。 

○１番（河口涼一君） それでは、先ほどとちょっと重複するかと思いますが、私は今

回の提案に対して反対の立場で討論をいたしますが、今回この理由につきましては

先ほど申し上げましたが、もう９月で審議をしました内容と一緒ですのでここでは

触れませんが、今回上申書まで付けられてあるわけですが、この上申書については

非常に陳腐な内容でこの方の見識を疑うところですが。本来、運転をする運転者が

一番重大な責任があって、自分で毅然（きぜん）として断れば４人も５人も乗って

帰ってくることはなかったわけで。「タクシーを呼んでください」とかですね、

「また迎えに来るから待っとってくれ」というふうなことも言えたわけですが、こ

れは運転手の判断でですねこういう定員外乗車の事件というのを生んだんだと思い

ます。だからといって、４人の方に全く非はないというふうに申し上げる気はあり

ません。これは当然４人が乗られたから、加担をされたという行為になるかと思い

ます。 

ただ、先ほどのこの最初からこの方が運転者の方がおられたのか、わざわざ「お

い、迎えに来てくれ」ということで４人が呼ばれてですね、当初から計画的に乗っ

てきたということじゃ全然内容が違ってきますので、そこを先ほどは確認をしたか

っただけです。 

先ほど申し上げましたけれども、４名の方々も非常に反省もされてそれから町民

の方にも知れ渡ることにもなってですね、そのあたりは結構社会的な制裁というの

はもう受けられてきたんだと思います。そこで反省されておられるところにです

ね、今回またこういう提案がされて、そしてまたこの議会の貴重な時間を取るとい

うことに対してはですね、私は必要なかったんじゃないかというふうに思います。 

以上です。 

○副議長（上田健一君） 三浦議員。 

○６番（三浦賢治君） 私は賛成の立場で討論をさせていただきます。 

先ほど松田議員、清田議員からお話もありましたけれども、八代から氷川町まで

道路交通法違反ということはもう明らかなものであります。その際、松田議員は軽

乗用車て知ったのは千丁で知りましたということをおっしゃいました。そして清田

議員は全然軽とは思わなかったというような、私は発言だったと思いますが、軽乗

用車も乗用車もわからないような泥酔状態であったかなというふうに、今感じては

おりますけれども、明らかに交通違反ということは認めていただいておりますけれ
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ども、田中さんより上申書というのも提出をされております。その上申書の中で、

乗車する際に松田議員たちから「はよ乗れ、はよ乗れ」と強硬に乗車されて、私は

違反行為であるが断れず、その言動に圧倒され、仕方なく乗車をさせ、運転をして

きましたというふうに、この上申書の中には書いてあります。私は、運転されたこ

の田中さんが上申書として出されたということは事実ということと思っておりま

す。それで、この議員辞職勧告決議案には賛成をいたします。 

○副議長（上田健一君） ほかに。米村議員。 

○９番（米村 洋君） 私も賛成の討論で発言をしたいと思います。 

両名、結局、前回９月議会でですね、私が議会でこの道路交通法の５７条につい

て議会で告発したわけですけれども、今、その河口議員からこの上申書ということ

指摘があったんですが、事実解明のためにですね、上申書を私がもらったんですけ

れども、上申書の事実関係のためにですね、また特別委員会なりですね設置すれば

いいなというふうに思っております。そのときにですね、田中照男君を参考人とし

て呼べばいいという解釈でおります。 

しかし、両名ともその事実を認めておりますから、今後やっぱり辞職勧告決議と

いうものに対してね、やっぱり重くとどめていただいて議員というものは人の道徳

的ということを踏まえて、この違反的な行為という犯罪、あくまでも行政犯であり

ますけれど、犯罪という行為に結局加わった、加担したと。極端にいったら、助長

したというような行為をやっちゃならない。その辺のところをですね、今後よく十

分に気を付けていただきたいと思います。 

よってですね、この辞職勧告、まあ今河口議員が例えば反対討論の立場でされま

したが、日頃、河口議員もですね法に対してはものすごく厳しい人であります。法

に対しては。だから法に対して違反する行為においては、河口議員は絶対許さな

い、そういう性格だと思います。ということはですね、日頃から息子さんが弁護士

をなさっているということですから、非常に息子さんの影響を受けて親として息子

さんの影響を受けて、結局、法という１つの法治国家の中の六法というものを大事

にされてですね、議会の中でいろんな発言をされております。今度、本来ならばで

すね、これ反対討論をされるというのが私はよくわかりません。事実関係がはっき

りしているんですから。だから謙虚に反省していただいて、今後においては辞職勧

告を粛々受けていただくということにおいてですね、賛成討論といたしたいと思い

ますね。 

○副議長（上田健一君） ほかに。上田議員。 

○４番（上田俊孝君） 私は両名、辞職勧告賛成の立場で討論させてもらいます。 

松田議員に関しては、この記事にあるよう「ああ、どうせよかよか。運転手が切
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符ば切られるとだから」という発言もなされておると聞き及んでおります。そし

て、私は清田議員に対しては同じ地区であります。年は下ですけれど、先輩議員と

して９月の定例議会の真っ最中、永田議長は謝罪しない、江嵜議員は謝罪されまし

た。その中で休憩に入ったときに、私はその通路で先輩議員として清田議員には言

いました、「謝罪せんでよかですか」と。そしたら鼻で笑うようにですね、「ふ

ん」て言って行かれたわけですね。ですから、非常に私はこの人の常識を疑ってお

ります。私たち議員は選挙で選ばれた特別公務員ですよ。役場の職員は規定はあり

ますよ、いろんな規定の中で、違反を起こしたら。これをどう受け止めるか、とい

うことと思います。私たち議員はですね、やっぱりこういうことを考えればです

ね、やっぱり清田議員、今回辞職に値するということで賛成討論させてもらいま

す。 

○副議長（上田健一君） 討論ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（上田健一君） これで討論を終わります。 

これから、発議第１０号、松田達之議員に対する議員辞職勧告決議案を起立によ

り採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○副議長（上田健一君） 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり決定しまし

た。 

続きまして、同じく発議第１０号、清田一敏君に対する議員辞職勧告決議案を起

立により採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願いま

す。 

○９番（米村 洋君） 議長。 

○副議長（上田健一君） はい、米村議員。 

○９番（米村 洋君） 私はこの清田議員に対しては、退席したいと思います。 

それと、なぜ清田議員に対してはですね、私は結局可決に加わらないかというこ

とを言いますと、清田議員はもう、すぐ反省しております。しかし今、松田議員の

発言を聞いていて非常に矛盾した発言をしております。そしてこの文面の中で、９

月の議会の暫時休憩中に「捕まるのは運転手だろうが」と、この議場内で発言した

ことは到底議員として許せる問題ではないと思います。この辺のことを考えると、

松田議員に対しては賛成をしましたが清田議員に対しては、私は棄権をしたいと思

いますが、よろしゅうございますか。 

○副議長（上田健一君） はい。 

［米村洋議員 退場］ 
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○副議長（上田健一君） これから発議第１０号、清田一敏議員に対する議員辞職勧告

決議案を起立により採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、

起立願います。 

［賛成者起立］ 

○副議長（上田健一君） 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり決定しまし

た。 

清田一敏議員、松田達之議員の入場を認めます。追加で永田義昭議員、江嵜悟議

員の入場を認めます。 

［清田一敏議員、松田達之議員、永田義昭議員、江嵜悟議員 入場］ 

○副議長（上田健一君） 発議第１０号、松田達之議員に対する議員辞職勧告決議案は

起立多数で可決されたことを報告します。また、発議第１０号、清田一敏議員に対

する議員辞職勧告決議案は起立多数で可決されたことを報告します。 

以上をもちまして、私、副議長は議長の職務をおります。 

○６番（三浦賢治君） 議長、発議をお願いします。 

○議長（永田義昭君） ただいま、三浦賢治君から氷川町議会永田義昭議長の不信任に

関する請願書の動議が提出されました。この動議は１人以上の賛成者がありますの

で、成立しました。 

お諮りします。 

この動議を日程に追加し、追加日程第２として議題とすることにご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。 

したがって、この動議を日程に追加し、追加日程第２として議題とすることに決

定しました。 

ただ今から議案作成のため、しばらく休憩します。１時１５分から再開いたした

いと思います。よろしくお願いします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時５１分 

再開 午後 １時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

追加日程第２ 請願第８号 氷川町議会永田義昭議長の不信任に関する請願書 

○議長（永田義昭君） 追加日程第２、請願第８号、氷川町議会永田義昭議長の不信任
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に関する請願書を議題とします。請願第８号については、会議規則第９２条第２項

の規定によって、委員会の付託を省略したいと思います。 

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。 

したがって、請願第８号については委員会の付託を省略することに決定しまし

た。 

私は当事者でありますので、地方自治法第１１７条の規定によって退場します。 

これより議長の職務を、地方自治法第１０６条の規定により副議長に行わせま

す。 

また地方自治法第１１７条の但し書きの規定によって、発言の許可を求めた上で

退席いたします。 

［永田義昭議員 退場］ 

○副議長（上田健一君） 議長が退場されましたので、地方自治法第１０６条の規定に

よって、議長の職務を私、副議長が行います。 

ここで紹介議員の説明を求めます。三浦議員。 

○６番（三浦賢治君） 氷川町議会議長、永田義昭殿。 

平成２８年１２月５日、氷川町議会永田義昭議長の不信任に関する請願書。請願

者、八代郡氷川町鹿野１２５４、氏名 藤川博。紹介議員、三浦賢治。 

上記の議案を別紙のとおり地方自治法第１２４条の規定により提出いたします。 

要旨。 

「平成２８年８月６日、氷川町議会議長らが飲酒して、知人の軽乗用車で送って

もらった際、定員オーバーの５人で乗車した、道路交通法違反を助長する行為」に

ついて、永田義昭議長の不信任を求め、請願を提出するものである。 

○９番（米村 洋君） 副議長。要旨を読みましたから、除斥の対象になる人を退場さ

せてください。 

○副議長（上田健一君） 清田一敏君、江嵜悟君、松田達之君、除斥をお願いします。 

［清田一敏議員、江嵜悟議員、松田達之議員 退場］ 

○副議長（上田健一君） どうも、すみません。進めてください。 

○６番（三浦賢治君） では、理由。 

私は、農業を営む、善良な氷川町民である。熊本地震によって、私の母屋と納屋

は全壊し、これから、どうして生きていけばよいかと思う中、行政の温かい指導が

あって、頑張っているところである。 

ところが、平成２８年９月６日火曜日の熊日新聞を見て、言いがたい憤りを感じ
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たところである。 

新聞紙上には、「（永田議長は）８月６日、飲酒して知人の軽乗用車で送っても

らった際、定員オーバーの５人で乗車した。道路交通違反を助長する行為で、議会

の信用を失墜させた」とあった。 

永田議長は、「乗車するとき、普通車と思った。あとでオーバーと聞き、事実な

ので弁明をしなかった。深く反省しており、身を律にして議員活動を続けたい」と

議会ではなく、新聞記者に弁明している。 

「あとでオーバーと聞き」とあるが、いつ誰からオーバーと聞いたのか、弁明し

てほしいものである。 

永田議長は、普通車と軽乗用車も判断できないように、泥酔していたのかと思う

と、これで氷川町は大丈夫かと思った。 

熊本地震発生後、町民の誰もが、飲酒等を自重して、不安な日々を送っている

中、町民が頼るべき議会の責任者である議長が、このような体たらくでは、情けな

い限りである。 

さらなる緊急事態が起こった場合、永田議長は、どう対応するのか、何も判断で

きないような泥酔した状態で、現場に出向いて、どのように指導監督するのかと思

うと、末恐ろしくなった。 

永田議長が事実を認めて、深く反省しているのであれば、このような子供じみた

言い訳をする前に、男らしく、責任を取って、議長と議員を辞めるべきである。 

議会を傍聴した知人に聞いたところによると、同席していた江嵜議員は、事実を

認めて弁明したとのことである。 

永田議長は、弁明する機会があるのにも関わらず、議会で自ら弁明せず、副議長

を介して弁明したとのことである。 

せっかく、議会で議員や町民に対して、正々堂々と弁明できるのに、直接弁明し

なかったことは、永田議長自ら、議長としての資格のなさを露呈している。 

また、永田議長は、交通道徳を指導する立場にある、交通安全協会の役員をして

いるとのことである。 

当日、この運転手に対して注意することなく、定員オーバーの軽乗用車の運転を

させたことは、永田議長が道路交通法の違反行為をするように、暗に強制したこと

になる。 

交通安全協会の役員として、重大な過失を犯しているので、交通安全協会に迷惑

を掛けないためにも、即刻役員を辞めるべきである。 

氷川町議会を代表する永田議長の、このような疑惑を招く軽率な行為は、熊本県

下の全市町村に対し、氷川町議会の権威・信用を失墜させているうえ、議長の職責



 

 － 29 －

の認識のなさ、危機管理に対する意識のなさを露呈している。 

氷川町全体で、熊本地震の復旧復興に努めている中、永田議長は、職責を果たし

ていない状況である。永田議長が、議長及び議員としての資格及び資質がないの

は、町民の誰もが認めている。 

今、永田議長がとるべきことは、氷川町ならび氷川町民のために、議長のみなら

ず、議員も自ら責任を取って、一刻も早く辞めるのが、一番よい判断であることを

申し上げる。 

よって、議長不信任の請願を提出するものである。 

以上です。 

○副議長（上田健一君） 説明が終わりました。 

先ほど、永田義昭君から地方自治法第１１７条の但し書きの規定によって、会議

で発言したいとの申し出がありました。 

お諮りします。 

この申し出に同意することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（上田健一君） 異議なしと認めます。 

したがって、永田義昭君の申し出に同意することに決定しました。 

永田義昭君に会場の場での発言を許可します。 

［永田義昭議員 入場］ 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君の地方自治法第１１７条の但し書きの規定による

発言が許可されましたことを報告します。 

はい、議長。演壇のほうにお願いします。 

［永田義昭議員 登壇］ 

○議長（永田義昭君） 意見陳述の場を設けていただき、ありがとうございます。 

定員オーバーの件では、いつ気付いたのかとありましたけれども、９月定例会で

いきなり不信任案が出ましたので、その当時の状況がすぐには思いませんでしたの

で議場での意見陳述はできませんでした。すぐに謝っていればよかったと、反省し

ております。あとで思いました状況では、店で飲んで何曲か歌を歌うなど、快い気

分で店から出て松田議員と清田議員と一緒にタクシーを待っていたところ、「こっ

ちの車に乗らんですか」と言われたので、そのときは何も考えずに乗車したと思い

ます。車に乗せてもらったのは事実であり、弁解の余地はございません。軽率な行

動で深く反省しています。 

今後、このようなことのないように、身を律していきたいと思います。議会にも

町民の皆様にも、大変ご迷惑をお掛けしましたことを心から深くお詫び申し上げま
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す。私も議長として町民の皆さんのため、精一杯努めてきました。今後も全身全霊

傾注して頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。 

以上で、意見陳述を終わります。 

○副議長（上田健一君） 質疑は１人３回でお願いします。どなたか。米村洋君。 

○９番（米村 洋君） 今ね、あなたはね、乗らないですかと、誰が乗らないですかと

言ったんですか。 

○議長（永田義昭君） 声は聞こえました。 

○９番（米村 洋君） いやいや、誰が言ったんですか。 

○議長（永田義昭君） それはわかりません。声は聞こえましたので。 

○９番（米村 洋君） だからですね、乗らないですかと言って、じゃあ誰が言ったか

わからない。車がならその時は１台しかいなかったんですか。その場では。 

○議長（永田義昭君） そうでしょうね。そのまま乗りましたので。 

○９番（米村 洋君） だからですよ。 

○議長（永田義昭君） 一応タクシーを待って、もう少しで乗れるかなというところ

で、声が聞こえましたのでそちらのほうへ歩いていって乗った状況であります。 

○９番（米村 洋君） 誰が。 

○議長（永田義昭君） 誰かはわかりません。 

○９番（米村 洋君） 車があってですよ、車が１台しかなかったらともかくとして、

結局そのときはですよ、タクシーもおれば前後にタクシーなんかいるわけでしょ、

そのときは。ということは、タクシーの運転手が言ったのか。あなたはね、タクシ

ーの運転手が言ったのか誰かて言ったのかと言ってですね、何で田中氏の車にあな

たは誰が言ったかわからないのに、じゃあ何で乗るんですか。 

○議長（永田義昭君） そこは田中さんが言われたのか、そこあたりはわかりませんけ

ど、声掛けられたのは確かです。 

○９番（米村 洋君） だから、誰から声掛けられたの。 

○議長（永田義昭君） それはもう、わかりません。 

○９番（米村 洋君） それとね、あなたはここに請願書の中にですね、結局交通安全

の指導員と役員等々という１つのことになっていますけれど、どういう役員をなさ

っているんですか、この役員というのは。 

○議長（永田義昭君） 一応、監事として職務をさせていただいております。 

○副議長（上田健一君） 米村洋君。 

○９番（米村 洋君） 監事というのは、交通安全の監事というのはどういうような、

違反行為というのは結局やってもいいということの監事ですか。 

○議長（永田義昭君） いえいえ。総会に掛ける前のいろいろな収支決算、いろんな書
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類、そこの書類等を監査しています。 

○９番（米村 洋君） ということは何ね、交通安全協会の書類等々のそういうことを

整理する、そういうのが監事で、道路交通法に対しては、結局違反的な行為はやっ

てもいいよということの監事のポジションですか。 

○議長（永田義昭君） それはありません。 

○副議長（上田健一君） 議長、発言のあれをしてからしてください。 

○議長（永田義昭君） 今の件につきましては、そういう交通違反とかそういうことは

絶対できる状況ではないと思います。監事の立場は。 

○副議長（上田健一君） 三浦賢治君。 

○６番（三浦賢治君） 今、米村議員からも交通安全協会のことで役員のことでお話が

出たと思いますけれども、確かに氷川地区交通安全協会の監事をされております。

その中で９月の答弁だったかと思いますけれども、私は九州管区警察局長表彰、そ

して全日本協会の緑十字銅賞をいただいておるということも発言をされておりま

す。違反はいけないということも言っておられますけれども、その挙げ句にこうい

う自分で言っていながら、こういう発言をされるというのは、全く車に乗車される

ときにはそういう感覚はありませんでしたか。どうですか。 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君。 

○議長（永田義昭君） 今のことにつきましては、６月の交通安全協会の総会ありまし

たですね、そのときに監査したとき、それの理事会のときですかね、私はこれのこ

ともありましたので「辞任したいが」と言ったのは覚えています。しかしながら、

どうしてもあと少しだから、いろいろ事情があると言いましたけれども、もう一時

だけんということで残りましたが、大体残らないつもりで私はおりましたけれど

も、そこに最後まで粘ればよかったのかなと思います。 

○副議長（上田健一君） 三浦賢治君。 

○６番（三浦賢治君） 確かに、総会前に辞意したいということはありましたけれど

も、まあ合併まであと１年ぐらいですから続けてくださいということは、私もお願

いをしておりますが、そういうことと今度の定員オーバーの違反行為は全然別な問

題じゃないんですか。それだけ、交通安全協会のことに対して認識のなさというの

が露呈されているような感じもいたします。やっぱり、この請願の中でも即刻交通

安全協会のためにも、辞任していただきたいというふうにも思います。これにも書

いてあるように。やっぱり町民の意向をしっかりと真摯に受け止めていただきたい

なというふうに思います。 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君。 

○議長（永田義昭君） 今の件ですが、やはり何気なく乗ったのは本当に、車に乗せて
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もらったのは事実でありますので、弁明の余地はございません。そこは軽率な行動

で深く反省いたしております。今後はこのようなことがないように、身を律してい

きたいと思います。 

○副議長（上田健一君） よろしいですか。上田俊孝君。 

○４番（上田俊孝君） この町民からの請願と、本当、こう出す人もですね非常に勇気

が要るんですよね、出す人も。私はそう思いますよ。なかなか、勇気が要ります。

その中でこの藤川博さんですね、最後、読みます。「氷川町及び氷川町民のため

に、議長自ら議員も、自ら責任を取って一刻も早く辞めるのが一番よい判断であ

る」と、申し上げておられますけれども、議長、これに対して答弁をお願いしま

す。 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君。 

○議長（永田義昭君） 私も議長として町民の皆さんのために、精一杯これまでも務め

てきたつもりであります。今後も全身全霊、傾注して頑張っていきます。よろしく

お願いいたします。 

○副議長（上田健一君） 上田俊孝君。 

○４番（上田俊孝君） そこまで言われるのであれば、言いますよ。 

その前、あなたは酒気帯び疑惑も出ておるんですよ、酒気帯び疑惑も。そしてこ

ういう状態ですよ。 

もう１個聞きますよ。この町民のですね、どうやって請願を書かれたか。もう一

度この人の気持ち、どうやって書かれた、それに対してもう一回お尋ねします。最

後、書いてあるでしょ。「早く辞めるのが一番良い判断であります」と。もう一回

お願いします。 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君。 

○議長（永田義昭君） 先ほど酒気帯び疑惑と言われましたが、私自身、その時も事実

無根と言っております。それと私自身もそのあとのことは、今日は話しません。そ

こに対してはいろいろ私も書いておるものはあります。しかしそれは、今日の場所

では言いませんけれども、私自身はこれからも精一杯頑張っていくつもりでござい

ますので、よろしくお願いします。 

○副議長（上田健一君） 上田俊孝君。 

○４番（上田俊孝君） そこまで言われるなら、言います。あなたは、私たち４人をで

すよ、酒気帯び疑惑で告訴告発されたですね、いいですか。であればですよ、議長

の職を辞してするべきじゃなかったでしょうか。そのあたりのこの藤川さんも判断

されて出されとるだろうと、私は思いますよ、すべて。それに対してもう一回お尋

ねします。 
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○副議長（上田健一君） 永田義昭君。 

○議長（永田義昭君） その件、今言われましたが、最初の元をつくったのは誰です

か。誰ですか。それで私は告訴いたしております。私自身、名誉棄損そこ名誉を失

墜させ議長や議員活動を妨害されたと思っています。議員生命を脅かす、私と思い

ましては・・・行為だったと私は思っています。それで、断固として許すことがで

きずに告訴をしたと思います。 

○副議長（上田健一君） 上田俊孝君。 

○４番（上田俊孝君） 誰が言うとるですか。自分自ら言うとるじゃないですか、あな

たは。昨日遅くまで飲んできたて。だから、こういう問題に発展してみんな交えて

ですよ、この議会に出すとはいかんからと、何回も話を要請したじゃないですか。

それを応じなかったから、こうなったんでしょ。はい、じゃあそれでいいです、答

弁は。 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君。 

○議長（永田義昭君） 今の件はおかしいですよ。私は認めた覚えはなかですよ。その

とき言ったて。自分たちで思わしただけのことですよ。いやいや、絶対しゃべって

なかです。なら、私が調書を取ってあるとの中身は入れておりますけれども、自分

で言った覚えはなか。遅くまで飲んだとも言っていません。早く帰っています。そ

えだけです、もう。 

○副議長（上田健一君） 長尾憲二郎君。 

○３番（長尾憲二郎君） 今、許可いただきまして発表しますが、今議長が言ってない

というのは、全くの私は誤解だと思いますね。その当日は、我々２人が先に着いて

席におりました。そこに永田議長が来られましたのでね、通常の挨拶をいたしまし

た。「おはようございます。昨日はご苦労様でした」から会話が始まっておりま

す。その中で、「あら今日は、議長、顔が赤かっですね」というような話をしまし

た。作り話でもなんでもありません。これはそして「うん。今日はな歩いて来たっ

たい」そして上田議員が「これは酒の臭いがしますね」と言ったら、「いや、これ

はトマトの臭い」ておっしゃった。これは、私は議事録を書いております。で、先

ほど上田議員が言われましたように、これに対して警察にも呼ばれまして、その事

実を私は全部を議事録を書いておるものをお渡ししています。何月何日、どこで何

を誰と話したか。こういう状況で全部議事録を作っております。そういうことで、

今そのそうことの事実はないとおっしゃいますけど、じゃあ我々が虚偽していると

いうことを認めるということになりますので、それは絶対にありません。議長はそ

の時点で、「昨日は飲み過ぎたけん、女房に送ってもらうつもりだったばってん

な。孫を送っていったけん、車を運転して来たったい」という話でした。これは間
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違いありません。 

以上です。 

○副議長（上田健一君） 請願の内容で。 

○３番（長尾憲二郎君） ごめんなさい。今ですね、永田議長が上田議員に反弁された

内容が、これは違うなと思いましたので、その件について答弁しました。 

○副議長（上田健一君） 永田議員。 

○議長（永田義昭君） 私はこの件には言っておきます。 

歩いてくればよかったと、それはないと思います。それとトマトの臭い、まあ歩

いてくればよかったと言ったのは、多分、顔の赤かったて。そんならば。 

○副議長（上田健一君） 議長、請願の内容で答弁をして、あれしてください。 

○議長（永田義昭君） はい、わかりました。 

ちょっと、ほかに逸れましたので。そういうことになりました。 

○副議長（上田健一君） よろしいですか。ここで永田義昭君には、改めて退場願いま

す。 

［永田義昭議員 退場］ 

○副議長（上田健一君） これから紹介議員に対する質疑を行います。質疑ありません

か。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（上田健一君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論ありませんか。笠原良一君。 

○１０番（笠原良一君） 私は賛成の討論をいたします。 

氷川町議会、永田義昭議長の不信任に関する請願の件について賛成の立場から討

論いたします。平成２８年８月６日に永田議長と数名の議員と飲酒され、帰りの送

迎を知人の軽乗用車で送ってもらうことになり、軽乗用車の定員が４名なのに定員

オーバーの５名乗車し、帰宅されました。運転手の証言で明白であります。定員オ

ーバーは事故を誘発する重大な行為で、交通法規でも違反と指定されているじゃな

いですか。このような基本的なルールを守れない無知な人が議員にいらっしゃるこ

とが残念でなりません。３月の定例議会で永田義昭議長の不信任決議案が議題にな

りました。そのとき、永田議長、あなたが発言の申し出をされました。そのときの

自分の言ったことを思い出してください。「氷川地域交通安全協会の監査役を１８

年ほど務めております。その間、全日本交通安全協会から交通栄誉賞、緑十字銅賞

や九州管区警察局長から交通安全功労賞をいただいております」と、おっしゃられ

ました。ちゃんと議事録にも載っていますので、いつの失言だったどんこん、議長

は言われますが、今度も失言とは言わないでしょうね。３月の議会で発言されたの
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は何だったのかと思います。永田議長、あなたは交通安全を指導する立場でありな

がら、定員オーバーと知りながら同乗することは理解に苦しみます。あなたの考え

がわかりません。非常に憤りを感じます。 

事故がなかったものの、もし事故でもあったとしたら氷川地区交通安全協会や氷

川町議会、氷川町に対して多大な損失を与えかねないことと思います。どう考えて

いますか。このような行動に走った行為こそが、人間性として判断能力が不足して

いるのではないかと思います。このような人が議長職に在籍されているのが残念で

なりません。永田議長は、議会運営に関しても一貫性がなく、その場その場で物事

を乗り切ればいいという単純的な行動発言で、自分の発した発言に慎重性・責任感

がなく議長としての人格と資質を問うもので、議会運営の混乱を引き起こす要因と

なっております。町民の皆様方の安定的な幸せを構築していくためにも、議会の喫

緊の課題ではないでしょうか。 

熊本地震の復旧復興や来年度予算審議に混乱を招かないよう、一刻も早く議会の

流れを変えることを町民の方々が望んでいる状況にあります。そのためにも、永田

議長が道理的責任を自覚していただき議長職を辞任していただくことで、町民の理

解が得られるものと確信しております。 

よって永田義昭議長の不信任に関する請願に賛成討論といたします。 

議員各位におかれましては、ご賛同をいただきますよう心よりお願い申し上げま

す。終わります。 

○副議長（上田健一君） ほかに、ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（上田健一君） これで討論を終わります。 

これから発議第８号、氷川町。 

○８番（片山裕治君） 議長、退席します。 

［片山裕治議員 退場］ 

○副議長（上田健一君） これから発議第８号、氷川町議会永田義昭議長の不信任に関

する請願書を起立により採決します。 

請願第８号を採択することに賛成の方は、起立をお願いします。 

［賛成者起立］ 

○副議長（上田健一君） 起立多数です。したがって、請願第８号、氷川町議会永田義

昭議長の不信任に関する請願は採択することに決定しました。 

永田義昭君の入場を認めます。清田一敏君、江嵜悟君、松田達之君の入場を認め

ます。 

［永田義昭君、清田一敏君、江嵜悟君、松田達之君 入場］ 
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○副議長（上田健一君） 請願第８号、氷川町議会永田義昭議長の不信任に関する請願

書は、起立多数で採択されましたことを報告します。 

以上をもちまして、私、副議長は議長の職務を降ります。 

○１０番（笠原良一君） 議長、動議。 

○議長（永田義昭君） はい、笠原議員。ちょっと、よかですか。一応、済ませてか

ら。 

請願第８号審議のため退席しておりましたが、再び議長の職に戻ります。復帰し

ます。 

○議長（永田義昭君） はい、笠原良一君。 

○１０番（笠原良一君） 議長、動議。 

○議長（永田義昭君） ただいま、笠原良一君から氷川町議会永田義昭議長の不信任に

関する請願書の動議が提出されました。この動議は１人以上の賛成がありますの

で、成立しました。 

お諮りします。 

この動議を日程に追加し、追加日程第３として議題とすることにご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。 

したがって、この動議は日程に追加し、追加日程第３として議題とすることに決

定しました。 

ただいまから議案作成のため、しばらく休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時５６分 

再開 午後２時１２分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） お揃いのようでございますので、休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

追加日程第３ 請願第９号 氷川町議会永田義昭議長の不信任に関する請願書 

○議長（永田義昭君） 追加日程第３、請願第９号、氷川町議会永田義昭議長の不信任

に関する請願書を議題とします。 

請願第９号については、会議規則第９２条第２項の規定によって委員会の付託を

省略したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 



 

 － 37 －

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第９号については委員会の付託を省略することに決定しまし

た。 

私は当事者でありますので、地方自治法第１１７条の規定によって退場します。 

これより、議長の職務を地方自治法第１０６条の規定により、副議長に行わせま

す。また地方自治法第１１７条の但し書きの規定によって、発言の許可を求めた上

で退席いたします。 

［永田義昭議員 退場］ 

○副議長（上田健一君） 議長が退場されましたので、地方自治法第１０６条の規定に

よって議長の職務を、私、副議長が行います。 

ここで紹介議員の説明を求めます。笠原良一君。 

○１０番（笠原良一君） 平成２８年１２月５日、氷川町議会議長 永田義昭殿。氷川

町議会永田義昭議長の不信任に関する請願書。請願者住所、氷川町大野１５０６

番、永田富弘。紹介議員、笠原良一。 

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１２４条の規定により提出します。 

要旨。 

「平成２８年８月６日、永田義昭議員らが飲酒して、知人の軽乗用車で送っても

らった際、定員オーバーの５人で乗車した、道路交通法違反を助長する行為」につ

いて、永田義昭議長の不信任を求め、請願書を提出するものである。 

○副議長（上田健一君） すみません。ちょっと待ってください。除斥をしますので。

清田一敏君、江嵜悟君、松田達之君、除斥をお願いします。 

［清田一敏議員、江嵜悟議員、松田達之議員 退場］ 

○１０番（笠原良一君） 理由。 

私は、氷川町の議員のＯＢです。 

氷川町が合併して１０年余りの月日が流れますが、私も小さい合併、２町合併を

強力に推進してきました。 

浜田行政から藤本行政に至るまで、安心安全の福祉向上と町づくりの施策に対し

て、大いに評価をしております。 

今の議会のあり方に対して、議員ＯＢとして、非常に怒りと憤りを感じていま

す。 

議会が混迷・迷走していることに、議員として、議員活動もできない、政策論争

もできない、町議会に失望を感じます。 

議会の本旨は、二元方式の中、行政と対等・対峙関係を堅持しながら、共に車の

車輪のごとく、町民の付託に答えることが議会のあり方と思います。 
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熊本地震という、誰もが経験したことのない、未曽有の大震災に見舞われて、我

が町でも、母屋、納屋等が、全壊・半壊と至る所に、被害を被っている町民がいる

のが、現状ではないでしょうか。 

藤本行政は、町民のために、全力で復旧・復興を尽力の最中に、議会は何をして

いるのかと、町民からいろいろな苦言を聞きます。 

９月６日の熊本新聞紙上の、永田議長の辞職勧告決議をしたとの理由を読むと、

飲酒して、定員４名の軽乗用車に議長自ら５名が乗車し、道路交通法に違反したこ

とは、立派な犯罪で、運転手も乗車した議長、議員も「汁を飲めば同罪」＝（どち

らも共犯である）ということわざがあります。 

また、議長は、交通安全の指導するポジションにありながら、指導する資格もな

いのではないか。 

ここで、永田議長に議会ＯＢとして、提案します。 

議長とは、議会を束ねていく宿命を背負っています。議長自ら、このような違反

行為をすることは、議長としての資格はない。各種イベント等に出席して、どのよ

うなありがたいメッセージを託されても、町民の方々の心に響くことはなく、感動

もないのではないでしょうか。 

ただ、哀れに思うのではないでしょうか。 

このままでは、議長職を続けることは、議会議員の人たちもついて来ないので、

清く、職を辞することをここに提言いたします。 

以上、議長不信任の請願を提出いたします。 

○副議長（上田健一君） 説明が終わりました。 

先ほど永田義昭君から地方自治法第１１７条の但し書きの規定によって、会議で

発言したいとの申し出がありました。 

お諮りします。 

この申し出に同意することに、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（上田健一君） 異議なしと認めます。 

したがって、永田義昭君の申し出に同意することに決定しました。永田義昭君

に、会議の場での発言を許可します。 

［永田義昭議員 入場］ 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君の地方自治法第１１７条の但し書きの規定による

発言が許可されましたことを報告します。永田義昭君、演壇のほうにお願いしま

す。 

○議長（永田義昭君） 意見陳述の場を設けていただき、ありがとうございます。 
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先ほどと同じになりますが、定員オーバーの件ではいつ気付いたのかとありまし

たが、９月定例会でいきなり不信任案が出ましたので、その当日の状況がすぐには

思い出せませんでしたので、議場での意見陳述はできませんでした。すぐに謝って

いればよかったと反省しています。あとで思い出した状況では、店で飲んで何曲か

歌を歌うなど快い気分で店から出て来たと思います。そこで、松田議員と清田議員

と一緒にタクシーを待っていたところ、こっちの車に乗らんですかと言われたの

で、その時は何も考えずに乗車したと思います。車に乗せてもらったのはもう事実

であり、弁解の余地はございません。軽率な行動で深く反省しています。今後、こ

のようなことのないように、身を律していきたいと思います。議会にも、議会ＯＢ

の皆さんにも、町民の皆さんにも大変ご迷惑をお掛けしましたことを心から深くお

詫び申し上げます。私も議長として、町民の皆さんのためにこれまで精一杯努めて

きました。今後も全身全霊、傾注して頑張っていきますのでよろしくお願いいたし

ます。 

以上で、意見陳述を終わります。 

○副議長（上田健一君） 米村洋君。 

○９番（米村 洋君） 議長ね、あなたね、いいですか、議長。議長不信任案、議会の

ＯＢの議員から出ているんですよ。１つはこういうことを本人が訴えております。

議会が混迷・迷走していることに議員として議員活動もできない。政策論争もでき

ない。この町議会に失望していると言っているんですよ。今あなたが公弁されたの

は、何ですかそれ。これだけ町民の方からも、そして町民の議会のＯＢの人からも

こういう請願が出てくること自体が、あなた自体が議会そのものを軽々に考えてい

るだけの話じゃないですか。あなたはそれに対して、責任を取りたいという気持ち

はないんですか。それと、先ほども数々の表彰状なりあなたは頂いている。そして

交通安全の、先ほど言われたときに、疑惑に対して、疑惑が出たときにおいて辞任

を申し出たと。しかし今度は確定犯ですよ、あなた。そしてこの運転手、田中氏に

対してあなたたちはどういう責任を取るんですか。田中氏だけ処罰させるんです

か。どうですか、その辺のところ。私は３つか４つ、あなたに対して質疑しますけ

れど。ちゃんとこのＯＢが言っていることがどうなのかということを、あなたは理

解しているのかということですよ。どうですか、その辺のところ。 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君。 

○議長（永田義昭君） 車に乗せてもらったのは事実だったので、弁解の余地はござい

ません。そこは田中さんに対しては、やっぱりもう少し気を付けておればよかった

のかなと、田中さんにはそう思います。軽率な行動で私も深く反省をいたしており

ます。 
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それから、議員のＯＢの皆さんから言われましたが、私といたしましては軽率な

行動で深く反省しておりますので、まだそのまま続行していきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

それから、何だったですかね。 

○９番（米村 洋君） 交通安全のほうは、どうなんですか。 

○議長（永田義昭君） 交通安全の件。そのときは辞意と言われましたけれども、元々

もう前からも、昨年からも一応辞意は表明していましたけれども、そのまま続けさ

せていただいたというような形にはなったと思います。 

○９番（米村 洋君） 責任を取るということはないのですか。また、再度。 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君。 

○議長（永田義昭君） そこの交通安全協会、そこの形から、私は辞意をまた出したい

と思います。あとは受理されるといいのですが、そういうところです。 

○副議長（上田健一君） 米村洋君。 

○９番（米村 洋君） それと今、この議会が迷走している。非常に対立構造的なこと

がある。議会というのは町民の付託を得て、議論の場もできないような状態で、そ

ら議長も知っていますね。あなた、例えばここに入場して来るときに、あなたは何

でヘラヘラヘラヘラ笑って来るんですか。あなた自体の精神状態がおかしくないで

すか。本来ならば、町民からこういった請願等々も出てきて、議会のリーダーシッ

プとして、とてもじゃないがみんな付いていけないという判断をあなたはされない

のですか。結局、交通安全の役職からは辞任したいと、議長は続ける。そういうこ

とですか。議長もこの際、責任取られて辞められたらどうですか。 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君。 

○議長（永田義昭君） 先ほど、ヘラヘラして入って来たと言われましたが、間違って

いつもの方向に歩いて行こうとしましたので、そうなったと思います。 

それから、今言われましたが、議長は辞めないでいきます。 

○副議長（上田健一君） 米村洋君。 

○９番（米村 洋君） 議長、私が言っているのは、議会をまとめる束になっていくと

いうことができないんじゃないかということも、言われているのですよ。その辺の

ところも、再度あなたはリーダーシップとして資格がないと。そういう判断をして

いますよ、私も。だから、あなた、再度聞きますけれど、その辺のところはあなた

はどういうふうな、今後束ねていく気持ちがあるんですか。 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君。 

○議長（永田義昭君） もう、私はそう思っていませんので、これからも続けていきた

いと思います。 



 

 － 41 －

○副議長（上田健一君） 三浦賢治君。 

○６番（三浦賢治君） 私は、今米村議員も言われましたように、請願、町民から藤川

博さんから、そして我々の先輩の議会のＯＢの方々からもだめだということをはっ

きりとこの請願の中で言われております。それに対して、交通安全協会は辞をした

いと。だけど、議会の議長は務めていきたいということは、おかしいじゃないです

か。はっきり言って。議長のおかげで、そら定員オーバーされたのは４人かもしれ

ませんけれども、議長の判断がないからみんな除斥もされてしまう。今日は何のた

めに議会に来っとだろかて思われても仕方がありません。こんな議会は、私ももう

７年余りになりますけれども、初めてです。開会から町長の挨拶、それから辞職勧

告決議案、そして請願、そしてまた請願。こういう議長たる資格がもうない人が、

即時辞めて、正常な議会に戻してください。これはお願いしておきます。 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君。 

○議長（永田義昭君） 先ほど、交通安全協会の辞める件。その件はもう前年度から続

いていた関係だと思います。それと今度の件は、やはり先ほどの定員オーバーの件

で交通安全協会の監事は辞任したいと。それが私の今持っている気持ちを、先ほど

言っただけと思います。 

○副議長（上田健一君） 三浦賢治君。 

○６番（三浦賢治君） 交通安全のことについては、これに議題に載っておりますので

そう答えられたと思いますけれども、それはそれと、議長の言われたことは実行し

ていただきたいというふうに思います。 

それよりも、この議会を正常化にするためにも、ぜひ辞任をしていただいて新体

制で臨むなり、やっていただきたいと思います。その点はどうですか。 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君。 

○議長（永田義昭君） 今のところ、私、考えていません。 

○副議長（上田健一君） 上田俊孝君。 

○４番（上田俊孝君） 永田議員。あなたね、もうまとめる力ないですよ。飲酒運転疑

惑、私たち４人、告訴告発してるじゃないですか。これで、どういうまとめる力が

ありますか、あなた。いいですか、あなたの答弁に対して私は言っとるとですよ。

まとまらんでしょ、この議会は。あなたは取り下げるんですか、告訴告発を。お尋

ねします。 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君。 

○議長（永田義昭君） 今の意見は。中身はいいんですか。私はこの中にはないと思い

ますけれども。 

○４番（上田俊孝君） 関連して聞きよる。 
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○議長（永田義昭君） いやいや、今の。 

○４番（上田俊孝君） 答えなさいよ。それを。 

○議長（永田義昭君） 答えなさいて、私は。 

○４番（上田俊孝君） 答えなさいよ、それに対して。告訴告発したじゃないですか。 

○議長（永田義昭君） 取り下げる必要はなかですもん。私自身、間違っていません

よ。間違っていませんよ。 

○９番（米村 洋君） ちょっと待って。今の上田議員の質疑に対して請願の提案と外

れていますから。 

○議長（永田義昭君） 私もそう思います。 

○副議長（上田健一君） 上田議員。 

○４番（上田俊孝君） はい、わかりました。 

○副議長（上田健一君） ほかに、ありませんか。笠原良一君。 

○１０番（笠原良一君） ちょっと外れるかもしれんけどですね。安全協会の監事は、

どこからあなたは。これは外れておりますね、ちょっと関連してずっとあるからす

るけど、どこから監事を仰せつかったわけですか。 

○議長（永田義昭君） ちょっと記憶にはありませんけれども、結構長い間、務めさせ

ていただいたと思っております。 

○１０番（笠原良一君） あのね、あなたが監事をしているのは、議長の充て職でなっ

ています。私がずっと何年かしてきました。この安全協会の監事のあれは、あなた

が監事をされているのは、議長の充て職でなっておるのです。終わります。 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君。 

○議長（永田義昭君） 今のは違うと思います。それは、私は結構長い間しています。 

○副議長（上田健一君） 笠原良一君。 

○１０番（笠原良一君） 私は議長をして監事を６年か７年してきました。何年か氷川

町になって。そして私が聞いたのは町長が会長ですよね。確か、安全協会か何か

は。 

○議長（永田義昭君） ちょっと、違いますね。 

○１０番（笠原良一君） それでなっとるわけですよ。 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君。 

○議長（永田義昭君） ただいま、笠原議員の言われたこと、多分協会が、安管か何か

違うほうだろうと思います。交通安全協会ではないと思います。町長が会長なら、

何になっとですかね、ちょっと私そこは。 

○１０番（笠原良一君） 監事です。 

○議長（永田義昭君） いや、監事だけど協会の名前は違うと思います。 
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○副議長（上田健一君） 笠原良一君。 

○１０番（笠原良一君） あなた、そういう立場にありながら「一番知っています」と

発言しています。一番、交通安全のことには私が一番知っていますと、３月議会で

言われて。次は、まだこの辺に残っとっともしとると。誰かが言うたけんて。あな

た免許持っとるでしょ。免許持っとっとでしょ。 

○議長（永田義昭君） はい。 

○１０番（笠原良一君） こら軽だろか、何だろかと思って前のナンバーば見れば、軽

は黄です。普通車は白です。誰かわからんけん、どんどん乗った乗ったて、おかし

いこつじゃなかですか。乗ってみれば、田中さんの軽はひとしばこまかです。今の

ように、わあこらバンだろかていうふうな車じゃないです。そういうこと、あなた

が一番知ってます。それを普通車て思ったて。恥じらいです。 

終わります。 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君。 

○議長（永田義昭君） 本当に、その時は気付きませんでした。そこは田中さんにもご

迷惑掛けたと思っています。 

○副議長（上田健一君） 長尾憲二郎君。 

○３番（長尾憲二郎君） 私は今、関連しての話なんですが、永田議長は３月の議会の

弁明で議事録が残っています。ちょっと主要な所を読みますが、「私は現在まで氷

川地区交通安全協会の監査役１８年ほど務めていますが、その間、交通安全協会か

ら交通栄誉緑十字賞銅賞や九州管区警察局長から交通安全功労賞をいただいており

ます。交通ルールの中で飲酒運転が重い罰だということは、私が一番十分知ってお

ります。」と答弁しております。 

また子ども議会に関しても、これはちょっと外しますが、そういう重要なことを

私が一番知っていると言いながら、もう８月の５日には違反を起しておるわけです

ね。今、笠原議員が請願書を出された内容によっても、軽乗用車に運転手を含めた

５人が乗用したということは、現実で事実であります。今、議員が言われるよう

に、運転免許証を持っている人であれば誰でも判断ができるんじゃないでしょう

か。捕まらなければよいと思っているような甘い気持ちがあったからこそ、そうい

う行動に出ているし、大きな間違いであります。話によれば、同乗するときにタク

シーが前後にいたという話ではありませんか。それであれば、タクシーを利用する

のが普通ではないですか。 

議員必携によれば、議長は議会を代表する立場で、中立公平で尊厳性を持たなけ

れば、保たなければならないというふうに謳ってあります。そうした中で議長自

ら、身の回りのことを、危機管理を十分に注意して、疑惑を持たれないように清廉
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潔白でなければならないのではないでしょうか。そういう意味で、このような違反

を４人とも認めております。判明した以上は、議長は道義的な責任を取るべきであ

り、議長職を辞任すべきだと私は断言します。 

以上です。 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君。 

○議長（永田義昭君） 私、先ほど、酒気帯び運転ちょっと出ましたけれども、私は絶

対しておりません。それと、先ほどタクシーを拾うときに前後２台、近くにおられ

たということで、乗ってはいませんです。そこまではなかったと思いますけれど

も、その付近でちょっと声がかかったから、そのとき何気なく、そこは先ほども申

しましたとおり弁解の余地はございませんので、そこは軽率な行動だと深く反省は

いたしております。 

○副議長（上田健一君） 長尾憲二郎君。 

○３番（長尾憲二郎君） 反省するだけならば、言葉にもありますように誰でもできる

のですが、それを実行する責任義務を実行していただきたいと。そして議会として

の代表者である以上は、それなりに行政にも責任を感じなければいけないと思いま

す。そういうことで、議長職を辞任していただきたいと思います。 

以上です。 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君。 

○議長（永田義昭君） 今後このようなことのないように、身を律していきたいと思い

ます。 

○副議長（上田健一君） 質疑ありませんか。上田俊孝君。 

○４番（上田俊孝君） 私たちからすれば変なこと言われても、それに対して質問しま

すよ。私は絶対に飲んでません、その前の日にも飲んでおるしですよ、あなた。関

連して町民、どう考えておるですか。そういった人が、すぐその矢先でまた積載オ

ーバーして。あなたが言うたから言うんですよ。そういう「してません」と言うか

ら。 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君。 

○議長（永田義昭君） 先ほど長尾議員から言われましたので、先ほどの答弁をしただ

けであって、ちょっとあとは外れていますので。 

○４番（上田俊孝君） 「してません」と言うから言うんですよ。 

○議長（永田義昭君） 外れていると思いますが。 

○４番（上田俊孝君） 私たちは、人を注意しておるんですから。 

○副議長（上田健一君） 質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 
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○副議長（上田健一君） 質疑なしと認めます。 

ここで永田義昭君には、改めて退場願います。 

［永田義昭議員 退場］ 

○副議長（上田健一君） これから、紹介議員に対する質疑を行います。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（上田健一君） 質疑なしと認めます。 

これから、討論を行います。討論、ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（上田健一君） これで討論を終わります。 

○副議長（上田健一君） 片山議員。 

○８番（片山裕治君） 退席します。 

［片山裕治議員 退場］ 

○副議長（上田健一君） これから、請願第９号、氷川町議会永田義昭議長の不信任に

関する請願書を、起立により採決します。 

請願第９号を採決することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○副議長（上田健一君） 起立多数です。したがって、請願第９号、氷川町議会永田義

昭議長の不信任に関する請願書は、採択することに決定しました。 

永田義昭君の入場を認めます。清田議員、江嵜議員、松田議員、片山議員の入場

を認めます。 

［永田義昭議員、清田一敏議員、江嵜悟議員、松田達之議員、片山裕治議員 入場］ 

○副議長（上田健一君） 請願第９号、氷川町議会永田義昭議長の不信任に関する請願

書は、起立多数で採決されましたことを報告します。 

以上をもちまして、私、副議長は議長の職務を降ります。 

○議長（永田義昭君） 請願第９号の審議のため退席しておりましたが、再び議長の職

務に復帰いたします。 

米村洋君。 

○９番（米村 洋君） 永田義昭議長の不信任案の動議を提案します。 

○議長（永田義昭君） ただいま米村洋君から氷川町議会永田義昭議長の不信任決議案

の動議が提出されました。この動議は１人以上の賛成者がありますので、成立しま

した。 

お諮りします。 

この動議を日程に追加し、追加日程第４として議題とすることにご異議はありま

せんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。 

したがって、この動議を日程に追加し、追加日程第４として議題とすることに決

定しました。 

ただいまから議案作成のため、しばらく休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時５０分 

再開 午後３時０３分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

追加日程第４ 発議第１１号 氷川町議会永田義昭議長の不信任決議案について 

○議長（永田義昭君） 追加日程第４、発議第１１号、氷川町議会永田義昭議長の不信

任決議案についてを議題とします。 

私は当事者でありますので、地方自治法第１１７条の規定によって退場します。

これより議長の職務を、地方自治法第１０６条の規定により副議長に行わせます。

また、地方自治法第１１７条の但し書きの規定によって発言の許可を求めた上で退

席します。 

［永田義昭議員 退場］ 

○副議長（上田健一君） 議長が退場されましたので、地方自治法第１０６条の規定に

よって、議長の職務を私、副議長が行います。 

ここで提出者の説明を求めます。米村洋君。 

関連がありますから、また除斥をお願いします。清田一敏君、江嵜悟君、松田達

之君。 

［清田一敏議員、江嵜悟議員、松田達之議員 退場］ 

○副議長（上田健一君） はい、どうぞ。 

○９番（米村 洋君） 発議第１１号、平成２８年１２月５日、提出者、米村洋。氷川

町議会永田義昭議長の不信任案決議を氷川町議会永田義昭殿に提出します。 

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条並びに会議規則第１４条第１

項及び第２項の規定により提出します。 

氷川町議会永田義昭議長の不信任決議案。本町議会は、氷川町議会議長永田義昭

君を信任しない。 

以上、決議する。 

平成２８年１２月５日。 
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提案の理由は、全国的に地方議会議員の不祥事が続出している。議長及び議員が

それぞれに責任を取って辞職している。 

議会の権威と名誉と信用を回復しなければならないと思い、再度、議長不信任案

を提出することを決心しました。 

８月５日、八代市内で議長を含め４名の議員が、これ「飲食」になっていますが

「飲酒し」にちょっと訂正したいと思います。某運転手含め５名が軽乗用車に乗車

し、八代市内から氷川町まで、道路交通法第５７条の乗車又は積載の制限等の違反

行為（罰則は６カ月以下の懲役または１０万円以下の罰金となっている。）を行っ

たことにおいて、９月議会で、議長不信任案と議員辞職勧告決議案を提出しまし

た。 

その時に、同乗した江嵜議員は、議会で、事実なのでと、素直に認め、謝罪した

ので、採決を見送っている。 

議長は、議会での説明もなく、謝罪せず、「事実である」ということを、新聞記

者に弁明している。 

議長は、３月議会において、飲酒運転等々の疑惑について、議長不信任案を提出

された時、議長は堂々とこういうことを弁明している。「私の不信任案提出につい

て、青天の霹靂であります。私は、現在まで、氷川地区交通安全協会の監査役を１

８年間ほど務めておりますが、その間、全日本交通安全協会から交通栄誉賞緑十字

銅賞や、九州管区警察局長から交通安全功労賞を頂いている。」と、飲酒運転の疑

惑を否定しています。 

飲酒運転の疑惑については、事実確認ができず、解明ができなかったが、今度の

「道路交通法の積載オーバー」については、議長も違反行為ということを認めてい

るので、逃げることはできない。 

議長は、長年、交通安全協会の監査役として、交通安全について指導する立場に

ある。 

その指導方法は、違反をしても検挙されなかったら、違反行為を容認することで

はないかと思います。 

乗車するときに、運転手に対して「違反行為だから、乗車はできない」と議長と

して、交通安全の指導者として、きっぱりとなぜ言わなかったのか。なぜその姿勢

を取らなかったのか。 

交通安全協会の役員としての資質がない。また、交通安全協会の名誉のために、

役員を辞退して、功労賞等々を返上すべきである。 

また、３月議会で、不信任案が提出された時に、このようなことも言っている。

「私は、氷川町議会議長として、強いリーダーシップを発揮し、議会の活性化と町
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の発展のために、全身全霊を傾注し、頑張っていく所存であります。」と、宣言し

ている。 

このような、違反行為を助長するようなことを行っているので、議長として、強

いリーダーシップを発揮するどころか、資格、資質が問われ、議長、あなたが議会

の権威・名誉・信用を失墜させた言動は、責任重大である。 

議長はじめ４名の議員たちは、運転手に対して謝罪したのか。 

私が委員長をしている議会運営委員会の２人の議員が、議長と一緒に同乗してい

た事実を知ったので、このような行政犯罪に加担した２人の委員の行為に対して、

私としては無視はできないという判断から、委員長として責任を取るべきと思い、

断腸の思いで委員長を辞任したのである。 

私が議会運営委員会の委員長の職責を辞すということが、議長には理解できます

か。一番大事なポストを捨てるのですから。 

議長もこの際、議会が混迷・対立しないためにも、氷川町議会を結束させる道筋

をつけて、勇気ある辞職をするということが重要ではないですか。 

よって、議長不信任決議案を提出いたします。 

○副議長（上田健一君） 説明が終わりました。 

ただいま除斥されています永田義昭君から、地方自治法第１１７条の但し書きの

規定によって、会議に出席して発言したいとの申し出があります。 

お諮りします。 

この申し出に同意することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（上田健一君） 異議なしと認めます。 

したがって、永田義昭君の申し出に同意することに決定しました。 

永田義昭君の入場を許します。 

［永田義昭議員 入場］ 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君の発言を許します。 

○議長（永田義昭君） 意見陳述の場を設けていただき、ありがとうござます。 

先ほどと同じような文章が重なりますけれども、よろしくお願いいたします。 

定員オーバーの件では、９月定例会でいきなり不信任案が出ましたので、その当

日の状況がすぐには思い出せませんでしたので、議場での意見陳述はできませんで

した。すぐに謝っていればよかったと反省しています。あとで思い出した状況で

は、店で飲んで快い気分で店から出て、松田議員と清田議員と一緒にタクシーを待

っていたところ、「こっちの車に乗らんですか」と言われたので、その時は何も考

えずに乗車したと思います。そのときは、本当に何も気づきませんでした。車に乗
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せてもらったのは事実であり、弁解の余地はございません。軽率な行動で深く反省

しています。不注意から田中さんには大変ご迷惑をお掛けしましたことを、心から

深くお詫びを申し上げたいと思います。私も議長として、町民の皆さんのために精

一杯努めてきました。今後も全身全霊、傾注して頑張っていきますので、よろしく

お願いいたします。 

○副議長（上田健一君） 質疑はありませんか。笠原良一君。 

○１０番（笠原良一君） 議長。今日、開会ですね、１０時から開会してずっとあなた

の議題ばかりですよ。ここ３人は、あなたのために退場しております。議会を正常

化するつもりはないのですか。自分のことばかり。そんなに議長をしたいしたい

と、ずっと聞いております。こうやってまで、議長をしたいのですか。正常化し

て、この議会は１０月の議会で終わります。正常化して、「ああ、よかった」とい

うような議会をつくってもらえないですか。 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君。 

○議長（永田義昭君） 私としては、辞める必要はないと思っています。 

○副議長（上田健一君） 笠原良一君。 

○１０番（笠原良一君） 議長。あなたのリーダーシップ、リーダーシップは耳にタコ

のように聞きました。副議長が議長になっておられますが、３年前から、あなたは

リーダーシップがないといって７人のグループから７箇条を突き付けて辞めてくれ

と。リーダーシップを取ってくれというようなことも、あなたに突き付けておりま

す。これは、記録に残っております。あなたがリーダーシップがないために、去年

の１２月議会、３月議会、６月議会、９月議会、またこの１２月議会、５回の議

会。町の発展のため、復旧復興、そのために町と一緒になり頑張っていかなんの

に、あなたの時間のために今日もずっとあなたのリーダーシップのないために空回

りばかりしています。そんなに議長職に突っ込まなんですか。皆さん言いました。

聞きました。辞めたくないと。何ですか。そのたびにリーダーシップ取っていく

と。リーダーシップは、もう聞き飽きました。辞めてください。 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君。 

○議長（永田義昭君） それぞれの考え方がありますので、それぞれ考えが違うと思い

ますので。 

○副議長（上田健一君） 三浦賢治君。 

○６番（三浦賢治君） 議長ですね、はっきり言いまして、もうこれだけ辞職勧告、不

信任案、そして請願、また請願出てですよ、何も議長は今辞めるつもりはないと言

われましたけれども、やっぱり平常化にもっていくためには議長が自ずから進退を

はっきりさせて、そして復旧復興に皆さん苦しんでおられる中にはっきりしていた
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だいて、辞していただきたいというふうに思います。皆さん、やっぱり聞けば、本

当に議長のリーダーシップのなさというのは皆さんほとんどじゃないんですか。議

長だけが知らないんじゃないですか。そこら辺のところを、やっぱり町民の意見と

いうこともよく考えて行動を取って、そして先ほども言いましたけれども、新しい

体制でこの氷川町議会が笑われないような議会に、私はしていただきたいと思いま

す。私も話を聞きますけれども、この氷川町議会のときには皆さんがパソコンの前

に、役所の人はパソコンの前におって、この言動を見ておられます。「何ですか、

氷川町は」て言われます。そう言われないためにも、議長が議長をしたいのはわか

りますけど、そこのところはやっぱり自分の判断で、私は辞していただきたいとい

うふうに思います。 

以上です。 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君。 

○議長（永田義昭君） 皆さん方、それぞれの考え方ですので。私はそう思います。 

○副議長（上田健一君） ほかに、ありませんか。笠原良一君。 

○１０番（笠原良一君） 今、提出者がこう書いています。「私が委員長をしている議

会運営委員会の２人の委員が、議長と一緒に同乗していた事実を知ったので、この

ような行政犯罪に加担した２人の委員の行為に対して、私としては無視はできない

という判断から、委員長として責任を取るべき思い、断腸の思いで委員長を辞任し

たのである。私が議会運営委員会の委員長の職を辞するということが、議長には理

解できますか。一番大事なポストを捨てたのですよ。」あなたの諮問機関ですね、

議運は。米村委員長は、一番大事なポストを捨てたわけです、断腸の思いで。あな

たも断腸の思いで捨てたらどうですか。 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君。 

○議長（永田義昭君） 私の軽率な行動で、委員長には大変迷惑を掛けたことは深く反

省いたします。今後このようなことがないように、身を律していきたいと思いま

す。 

○１０番（笠原良一君） 何回聞くか、その言葉は。 

○議長（永田義昭君） はい、同じ内容です。 

○副議長（上田健一君） 質疑ありませんか。上田俊孝君。 

○４番（上田俊孝君） もう、ただあきれるばかりですね。今回、４人積載オーバー。

田中さんは議員やった、３期やった元議員ですよね。来年の選挙、出られるかもし

れんですよ。その人に対して、あなたの行動で非常に迷惑を掛ける。そして、どう

なるかわかりませんけど、罰金等のこともあり得るかもしれません。あなたたちも

４人、どうなるかわかりませんよ、これは。その中、今一町民、田中さんにも迷惑
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掛けておるじゃないですか、あなたは。田中さんに。町民に迷惑掛けておるんです

よ、現在。そしてまた強いリーダーシップと、何ですか。我々４人、議員を告訴告

発。これでまとまるはずないでしょ、この議会。あなたが議長してる限り。これ、

関連で言うとるとですよ。あなたはそれに対して、告訴告発取り下げる気はないん

ですか。強いリーダーシップを欠いているじゃないですか。あなたは・・・。 

○議長（永田義昭君） 意味の違うでしょ、それは。 

○４番（上田俊孝君） おかしいでしょ。 

○議長（永田義昭君） そこは、ここでするあれじゃないと思います。 

○４番（上田俊孝君） いや、あなたは強いリーダーシップて書いてあるから言うんで

すよ。 

○議長（永田義昭君） それはちょっと違いますよ。 

○４番（上田俊孝君） おかしいでしょ。あなたは。 

○議長（永田義昭君） あなたがおかしいんじゃないですか。 

○４番（上田俊孝君） いいですか、町民に迷惑掛けておるんですよ、あなたは。田中

さんという町民に、今回。それに対してどう思われますか。答弁してください。 

○副議長（上田健一君） 永田義昭君。 

○議長（永田義昭君） 私も先ほど言いましたとおり、そのとき何も気づきませんでし

た。不祥事から田中さんには迷惑掛けたことは、間違いございません。そこはお詫

びいたしたいと思いますが、その点、田中さんのほうは先ほど、ちょっと文言的に

は最初のときの不信任案で出たかと思いますが、田中さんは乗せられた責任上ある

かもしれません。私どもも乗った責任あります。そのとき自体は本当に私も気付か

なかったということは、本当に弁明の余地はありません。そこは本当に、深く反省

をいたしております。 

○副議長（上田健一君） 質疑はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（上田健一君） なければ、ここで永田義昭君には改めて退場を求めます。 

［永田義昭議員 退場］ 

○副議長（上田健一君） これから提出者に対する質疑を行います。質疑はありません

か。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（上田健一君） 質疑なしと認めます。 

これから、討論を行います。討論はありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（上田健一君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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○８番（片山裕治君） 議長、退席をお願いします。 

○副議長（上田健一君） 片山議員、はい。 

［片山裕治議員 退場］ 

○副議長（上田健一君） 討論、はいどうぞ。米村議員。 

○９番（米村 洋君） この私が議会運営委員会の委員長を辞任したことにおいては、

今この提案理由で述べたようなものですけれど、そのときに非常に憤りを感じたの

は、私に議長が「もったいないから辞めないでほしい」と。もったいないと。もっ

たいないから、辞めることはおかしいと。この「もったいない」という言葉はどう

いう言葉かと、私はよく理解できないわけですよ。だから、自分自身が議長として

もったいないから辞めないのかて。だから、そうじゃない。今現在、議会の１つの

もうこういう、今日も朝の９時からやっとるんですよ。９時から。結局、議会運営

委員会の説明責任が９時から行われていて、本会議を１０時からやって、延々と今

これ３時近くまでやっておるわけですよ。これは議長不信任案、請願等々含めてこ

れだけ、合併して１０年余り経つんですが、これだけ議長不信任案を出されて及び

議長辞職勧告決議をうたれて、これだけの反省もない。自分自身がこれで議会を引

っ張っていく、結束していくということは、絶対議会はできませんよ。 

だから副議長、１つ私からも提案いたしますけど、１回無記名で不信任か信任す

るかをやっていただいて、無記名で。議長に１回、過半数が不信任ということに賛

同すれば、職を辞するか、１回副議長が私どもの１つの提案者としての代弁者とし

て、ちょっとその辺のところを意見していただきたいと思って。よって私としては

議長はきっぱり清く今勇気ある撤退をされることを、私は一番大事だと思います。 

よって、この議長の不信任案について賛成討論をいたしたいと思います。 

○副議長（上田健一君） 上田俊孝議員。 

○４番（上田俊孝君） 賛成討論の中で、もうこれだけ議会が混乱しています。執行部

の人にも迷惑掛けておるですね。関連して言いますけど、さっき米村議員の言われ

たように、副議長のほうからも出してもらわんと、もう収拾つきませんよ、永遠

に。彼はどんなに来年の１０月までするて、この状態ですよ、ずっと。何のための

議会ですか。町民の幸せのための議会ですよ。これが全然何も議論できんじゃない

ですか、あの人の１人のおかげで。「やります、頑張ります。」それはちょっと異

常すぎるですよ、今回の今の状態は。ですから、なるだけ永田議長には辞めてもら

って、副議長のほうからもそういう提案をお願いします。 

以上です。 

○副議長（上田健一君） 米村議員。 

○９番（米村 洋君） 先ほどの提案理由を読んだ中で、河口議員からちょっと指摘が
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あったんですが。ちょっと訂正していただきたいんですが、「事実確認ができず解

明できなかったが、今度の道路交通法の積載オーバーについては」ということ、こ

の積載オーバーということの前に「乗車、または」ということで、ちょっと入れて

いただきたいと思うのですが、いいでしょうか。議事録の中に、「乗車、または積

載オーバー」。 

○副議長（上田健一君） この前に、乗車または。 

○９番（米村 洋君） 制限等々の違反行為ですね。ということを、ちょっと入れてい

ただきたいと思いますけれど。 

○副議長（上田健一君） その訂正を事務局でします。 

これから発議第１１号、氷川町議会永田義昭議長の不信任決議案を起立により採

決します。 

本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

［賛成者起立］ 

○副議長（上田健一君） 起立多数です。したがって、本案は原案のとおり決定しまし

た。 

永田義昭君及び清田一敏君、江嵜悟君、松田達之君、片山裕治君の入場を認めま

す。 

［永田義昭議員、清田一敏議員、江嵜悟議員、松田達之議員、片山裕治議員 入場］ 

○４番（上田俊孝君） 上田副議長、あのですたい、こういう状態が続いておるじゃな

いですか。そしたらさっき米村議員が言われたとおり、もう収拾がつかんですよ、

この状態。ずっと延々と続きますよね。だから副議長として、収拾を図ってくださ

いよ。もうこういう状態は執行部の人たちに申し訳ないですよ。 

○副議長（上田健一君） 発議第１１号、氷川町議会永田義昭議長の不信任決議案は、

起立多数で可決されたことを報告します。 

以上をもちまして、私、副議長は議長の職務をおります。 

○議長（永田義昭君） 発議第１１号の審議のため退席しておりましたが、再び議長の

職務に復帰します。米村議員。 

○９番（米村 洋君） 議長、休憩をお願いします。 

○議長（永田義昭君） 休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後３時３６分 

再開 午後３時４７分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 



 

 － 54 －

上田俊孝君。 

○４番（上田俊孝君） 議長、動議。 

○議長（永田義昭君） ただいま上田俊孝君から、道路交通法違反に伴う事実確認を求

める特別調査委員会の設置に関する決議についての動議が提出されました。この動

議は１人以上の賛成者がありますので、成立しました。 

お諮りします。 

この動議を日程に追加し、追加日程第５として議題とすることにご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。 

したがって、この動議を日程に追加し追加日程第５として議題とすることに決定

しました。 

ただいまから議案作成のため、しばらく休憩します。１５分間、休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後３時５１分 

再開 午後４時０７分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

追加日程第５ 発議第１２号 道路交通法違反に伴う事実確認を求める特別調査委員

会の設置に関する決議について 

○議長（永田義昭君） 追加日程第５、発議第１２号、道路交通法違反に伴う事実確認

を求める特別調査委員会の設置に関する決議についてを議題とします。 

提案者の説明をお願いいたします。上田俊孝君。 

○４番（上田俊孝君） 発議第１２号、平成２８年１２月５日。 

○９番（米村 洋君） 上田議員、ちょっと待って。除斥ば。 

○議長（永田義昭君） 私は当事者でありますので、地方自治法第。 

○５番（江嵜 悟君） 議長、発言を求めます。 

○議長（永田義昭君） はい、江嵜悟君。 

○５番（江嵜 悟君） 関係議員として、今配られた上田俊孝議員の提案の目的の中

に、このように書いてあるんですよ。「永田、江嵜、松田、清田４名と運転手を含

め計５名が八代市で飲酒をし」と書いてあるんですよ。私はこの運転手の方は、１

滴も飲んでおられません。ですから、この書き方でいくと運転手の方も飲酒をして

いるように書いてありますので、ここの文書訂正をしてから除斥したいと思います

が、そこのところ提案者の方にちょっと確認をしていただきたいんです。この方は

１滴も飲んでおりません。ですので、この目的のところのまま特別委員会が設置さ
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れると運転手の人に非常に申し訳ないので、ここの確認だけを上田議員のほうに確

認をしていただきたいんですが。どうでしょうか。 

○議長（永田義昭君） 米村洋君。 

○９番（米村 洋君） 今、江嵜議員からそういう提案がありましたが、飲んだか飲ま

ないか、それは特別委員会を設置して参考人として呼んだときにちゃんと説明して

いただければいいと思います。 

○議長（永田義昭君） 江嵜議員、それでいいですか。江嵜悟君。 

○５番（江嵜 悟君） 飲んだか飲まないかを特別調査委員会で、なぜ確認しなければ

いけないんですか。これは運転手の方、これは今、米村議員が言われましたけれど

も、米村議員とは非常に仲の良い方でして、この方は朝から新聞配達をされますの

で夜は１滴もお酒を飲まれません。ですので、この書き方で特別調査委員会を設置

するということになれば、議会として非常にこの方に申し訳ないと私は思うんで

す。ですから、「４名は確かに飲酒しておりますが、５名乗ったのは４名が飲酒し

て運転手を含め５名で」というふうな書き方に訂正していただければなと思います

けれども、発案者の方にちょっとそのご意見をお伺いいたします。 

○議長（永田義昭君） 上田俊孝君。 

○４番（上田俊孝君） さっき江嵜議員の言われたとおり、訂正をいたします。 

○９番（米村 洋君） それちょっと待って。特別委員会の設置についてだね。 

○５番（江嵜 悟君） 発議者の方がいいて言っているから、いいじゃないですか。 

○９番（米村 洋君） 利害関係する議員が発言してはならん。それは暫時休憩をもっ

て、江嵜議員、例えば上田議員にそういう要望なり・・・してください。 

○５番（江嵜 悟君） 議長いいですよ。もう、話聞きましたから。除斥させてくださ

いよ。 

○９番（米村 洋君） 修正するんですか。 

○４番（上田俊孝君） この文書の解釈が、私は２通り取れるかなというところもあっ

とですよね、これは。「４名と運転手を含め５名が八代市で飲酒をし」だから、５

名飲酒をしとる意味でもないわけですね、実際は。取り方は。 

○６番（三浦賢治君） 議長、これ５名て書いてありますので。 

○９番（米村 洋君） だから、今、動議ちょっと待って。暫時休憩ちょっとお願いし

ます。 

○議長（永田義昭君） はい、休憩。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後４時１３分 

再開 午後４時１４分 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（永田義昭君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

私は当事者でありますので、地方自治法第１１７条の規定によって退場いたしま

す。 

これより議長の職務を地方自治法第１０６条の規定により、副議長に行わせま

す。 

○９番（米村 洋君） 議長、どういうふうに修正するんですか。 

○議長（永田義昭君） これより江嵜議員、清田議員、松田議員除斥いたしますので。 

○９番（米村 洋君） そうでなくて、その修正。今、どういうふうにするんですか。

例えば、これ４名、５名てなっていますから、運転手を除いて４名という飲酒とい

うことに。 

○１番（河口涼一君） それは提出者が、ここをこう変えてくれと言えば済むあれでし

ょ。 

○９番（米村 洋君） 例えば修正はどういう基準ですか、ということですよ。 

○１番（河口涼一君） 事務局でどう変えますという話じゃないですよ。 

○１０番（笠原良一君） 聞いたことは発表せなんて。なんば聞いとっとな、あんた。 

○議長（永田義昭君） 先ほどの件につきまして、提出議員から訂正の申し出がござい

ました。文言の中で、「４人の飲酒と運転手を含め計５名が」ということで、よご

ざいますでしょうか。今、提案者のとおり。 

私は当事者でありますので、地方自治法第１１７条の規定によって退場します。 

これより議長の職務を地方自治法第１０６条の規定により副議長に行わせます。 

［永田義昭議員 退場］ 

○副議長（上田健一君） 議長が退場されましたので、地方自治法第１０６条の規定に

よって、議長の職務を、私、副議長が行います。 

清田一敏君、江嵜悟君、松田達之君の除斥をお願いします。 

［清田一敏議員、江嵜悟議員、松田達之議員 退場］ 

○副議長（上田健一君） ここで提出者の説明を求めます。上田俊孝君。 

○４番（上田俊孝君） 発議第１２号、平成２８年１２月５日、氷川町議会議長永田義

昭殿。提出者、氷川町議会議員 上田俊孝。賛成者、氷川町議会議員 米村洋。 

道路交通法違反に伴う事実確認を求める特別調査委員会の設置に関する決議。 

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条並びに会議規則第１４条第１

項及び第２項の規定により提出します。 

道路交通法違反に伴う事実確認を求める特別調査委員会の設置に関する決議。 

本町議会に下記のとおり特別委員会を設置するものとする。 
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記 
１、名称。道路交通法違反に伴う事実確認を求める特別調査委員会。 

２、設置の根拠。氷川町議会議会委員会条例第６条。 

３、目的。平成２８年８月５日、氷川町宮原の桜屋の勉強会終了後、永田義昭議

員、江嵜悟議員、松田達之議員、清田一敏議員の４名飲酒をし、この運転手は先ほ

ど出ました、運転手を含め計５名が、八代市で飲酒をし、八代市から氷川町まで、

道路交通法違反の定員オーバーで乗車している。 

道路交通法第５７条（乗車又は積載制限等）の違反の罰則は、６カ月以下の懲

役、又は１０万円以下の罰金となっている。 

この違反行為のために議会が紛糾し、行政の実務遂行に弊害が出ることを懸念

し、事実を解明するため。 

４、期間。調査が終了するまで。 

この中で、ちょっと目的が２通り取られることに対して、お詫びを申し上げま

す。 

以上です。 

○副議長（上田健一君） これから提出者に対する質疑を行います。何か、質疑ありま

せんか。河口涼一議員。 

○１番（河口涼一君） ただいま、特別調査委員会を設置するということで提案理由の

説明がありましたが、今日午前中から上申書とか出まして、誰が運転をして誰々が

乗車をされたということで、それぞれお認めになっておられます。目的の中で、

「さらに事実を解明するため」とありますが、これ以上何の事実を解明するんです

か。もうはっきりしているじゃないですか。乗ったよ、乗せたよというのがです

ね。何の事実がありますか、これ。何が考えられますか。 

○副議長（上田健一君） 上田俊孝君。 

○４番（上田俊孝君） 河口議員、あんたね、さっき言うたじゃないですか。最初から

田中さんがいた。ある人は呼んだというところの。今、不明があるじゃないです

か。ですから、させてもらいます。 

以上です。 

○副議長（上田健一君） 米村洋君。 

○９番（米村 洋君） 例えばこういう特別委員会の設置に対する決議を出したとき

に、例えば今、江嵜議員が修正をせろということにおいて、これは本人は利害関係

者だからその権限は何もないわけだ。だから、そういうときには君はそういう事を

はっきり述べて、修正をするかしないかは君の判断で、君が自信を持って出したこ

とにおいては、そういう発言を許しちゃならん。それと今、河口議員が言ったよう
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に、例えばはっきりしとるじゃないかと。はっきりしとるから、なおさら例えば永

田議長に対しても君がやろうとしているのは、例えば永田議長が天の声が聞こえた

のか。乗りなっせとか、天の声、誰が言ったのか、それも不透明である。それと松

田議員も俺は言っていないと。そして千丁で気付いたと。こういう数々の疑問点が

あるわけ。だからこの特別委員会を設置しなきゃならないことにおいて、結局、必

要だということじゃないの。違う。 

○副議長（上田健一君） 上田俊孝君。 

○４番（上田俊孝君） はい、米村議員のおっしゃるとおりです。 

○副議長（上田健一君） ほかに、質疑ありませんか。 

［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（上田健一君） 質疑なしと認めます。 

次に討論に入りますが、討論ありませんか。河口涼一君。 

○１番（河口涼一君） 私は反対の立場で討論に参加をいたしますが。 

先ほども申し上げましたが、もう運転者も私が運転をしたと。同乗された方も、

私たちが同乗したと。で、反省していますということで、今日、反省の弁を幾度と

なく述べられたと思います。これから先、何を追及されたいのかよくわかりません

が、刑事罰を問いたいんだったら警察に告発したらいいじゃないですか。今回は第

３者ですから、告訴じゃなくて告発だということですが。道路交通法に違反してい

るんじゃないですかということで告発すれば、あとは支局のほうで職員委ねて、こ

れは議会でわざわざ委員会をつくって調査追及することに意味があるのかなという

ふうに、私は思います。これは私の意見ですが、調査追求権の乱用じゃないかとい

うふうに。いたずらに議会を混乱させるだけの話であって、今さらこれを設置して

何を出してその先どうしたいのかということになると、非常に不可解な話だと思い

ます。氷川署に告発したらいいじゃないですか。 

以上、終わります。 

○副議長（上田健一君） ほかに、ありませんか。長尾憲二郎君。 

○３番（長尾憲二郎君） 私は賛成討論の立場で。 

今、河口議員が警察に告発すればいいじゃないかというようなことを言われまし

たが、河口議員はいろいろ御子息が弁護士をされているから法律には詳しいかと思

いますが、私どもも警察のほうにここに謳ってある第五十何条のうんぬんについて

は、警察はどういうふうに解釈しておるんですかというふうに確認に行きました。

その際に警察から言われましたのは、運転手がどうぞ乗ってくださいと、違反して

もいいから乗ってくださいと言ったのか、あるいは強制的にここでは「まあ、よか

よか。乗れ乗れ」と強制的に乗って、私は止めきらんだったという強要になるの
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か。あるいはほう助なるのか。これによって、乗った人たちも運転手も大きく罰が

違ってきますと聞いてきました。そういう意味では、ここははっきりさせなけれ

ば、運転手だけに罰がいきます。そういう意味では、全員がどのようにしてどうい

う状態で、どういう発言をして、どういう形で乗ったのか。ここを弁明する必要が

あるかと思います。 

そういうことで、私はこの調査委員会の設置に賛成いたします。 

以上です。 

○副議長（上田健一君） ほかにありませんか。三浦賢治君。 

○６番（三浦賢治君） 私は賛成の立場で言わせていただきますけれども。 

先ほど来、松田議員も千丁で軽乗用車だとわかったとか、乗れ乗れては言うとら

んというようなことの話をされましたけれども、先ほども控室のほうで「俺、そう

いう言った記憶はない」というような話もございましたので、これは真実を調べる

必要があるというふうに、曖昧な点が皆さんあるようでございます。それで、私は

特別委員会を設置していただき、追及したいというふうに思います。 

賛成討論とします。 

○副議長（上田健一君） ほかにありませんか。米村洋君。 

○９番（米村 洋君） 何でこの特別委員会を設置するかというと、非常に不透明。例

えば上申書が出ている。乗れ乗れと聞いたと。松田議員とは指定はしてない。松田

議員たちがということを言っている。そうしたら、松田議員俺は千丁で気付いたと

か、じゃあ議長は乗んなっせ、乗んなっせて。誰が言ったのかはっきりしない。は

っきりしなくて、何で乗ったか。例えば、今河口議員が言ったように、じゃあ告発

すればいいじゃないかと。告発なんて、誰をするんですか。運転手をやるんです

か。例えば、今長尾議員が言ったように、強要とかほう助とかいろんな問題が出る

わけですよ。だから運転手１人に責任を取らせるのか。だからその辺のところ、特

別調査委員会ではっきりしたこの上申書もですね、結局ちょっと行き過ぎたことで

上申書を出しているのか。その辺のところもしっかり調査をしなきゃならないとい

うことで、私は賛成に出しておるわけですよ。だから、そういう議員を告発とか告

訴とか、そういう問題というのは別の問題であるですよ。その辺のところ、この特

別委員会の調査委員会の乱用でも何にもないですよ。もうちょっと、違反した人た

ちが議員ですよ。議員が不透明で乗って、どういうこと知らなかったとか、俺は言

っとらんとか、天の声が聞こえたのか、乗れ乗れてどこから、誰が言ったのか。そ

ういうことを調査せんと、どうしますかね。 

よって、賛成討論で終わりたいと思います。 

○副議長（上田健一君） ほかにありませんか。 
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［「ありません」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（上田健一君） なければ、これで討論を終わります。 

これから、発議第１２号、道路交通法違反に伴う事実確認を求める特別調査委員

会の設置に関する決議案を起立により採決します。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○副議長（上田健一君） 起立多数です。したがって、法案は原案のとおり決定しまし

た。 

○９番（米村 洋君） いや、ちょっと待って。特別委員の選任を議会で承認していた

だきたいと思いますが。 

○副議長（上田健一君） ここでですか。 

○９番（米村 洋君） 議会で承認していただいて。 

○副議長（上田健一君） ここで決めるわけ。 

○９番（米村 洋君） 暫時休憩していただいて、委員を決めたいと思います。 

○副議長（上田健一君） ここで休憩に入りまして、特別委員会の委員を決めますの

で。休憩しますので。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後４時３４分 

再開 午後４時３８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○副議長（上田健一君） これより会議を開きます。ただいまの、特別調査委員の名前

を発表しますので。 

長尾憲二郎君、上田俊孝君、三浦賢治君、片山裕治君、米村洋君、笠原良一君、

そして私７名ということで、よろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（上田健一君） あとの委員長とかそういうのは、どうしますかね。あとで委

員会をして、今日明日じゃなくても。今日でもなくても、委員長はいいんでしょ。 

役員については後日集まったときに決定したいと思いますので、よろしくお願い

します。 

永田義昭君の入場を認めます。清田一敏君、江嵜悟君、松田達之君の入場を許し

ます。 

［永田義昭議員、清田一敏議員、江嵜悟議員、松田達之議員 入場］ 

○副議長（上田健一君） 発議第１２号、道路交通法違反に伴う事実確認を求める特別

調査委員会の設置に関する決議は、起立多数で可決されたことを報告します。 
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以上をもちまして、私、副議長は議長の職務を降ります。 

○議長（永田義昭君） 発議第１２号の審議のため退席しておりましたが、再び議長の

職に復帰します。 

先ほど途中で議運を開きましたが、会期日程のことで話し合いましたが、一般質

問は明日、議案説明のあと行いますのでよろしくお願いいたします。 

米村洋君。 

○９番（米村 洋君） 議長、今日はこれ一般質問の会期日程ですよ、一般質問の。議

長、よく聞いとってくださいよ。あなたの不信任案、数々出されてですよ、今日は

１日間潰れましたよ。今まで議会史上の中で初めてですよ、こういうことは。だか

ら今後においても、きちっとした議会運営をお願いしたいと思います。いいです

か、議長。 

○議長（永田義昭君） これで散会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後４時４４分 


